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第６期葛飾区障害福祉計画・ 

第２期葛飾区障害児福祉計画 
 

１ 計画の策定にあたって 

 

 本区では、平成 30（2018）年度から令和 5（2023）年度までを計画期間とする

「葛飾区障害者施策推進計画」（以下「障害者施策推進計画」という。）を策定しました。

障害者施策推進計画の策定に併せて策定した「第 5 期葛飾区障害福祉計画」及び「第

1 期葛飾区障害児福祉計画」の計画期間が令和 2（2020）年度をもって終了すること

から、本区の障害福祉サービス等の提供体制を確保するため、「第 6 期葛飾区障害福祉

計画」（以下「障害福祉計画」という。）及び「第 2 期葛飾区障害児福祉計画」（以下「障

害児福祉計画」という。）を策定しました。この計画では、国の基本指針に基づき、本

区における障害福祉サービス等の実績を踏まえ、令和 3（2021）年度から令和５

（2023）年度までの障害福祉サービス等の必要量を計画しました。 

 

 

２ 計画の期間 

 

障害福祉計画及び障害児福祉計画は、国の基本指針に基づき、令和３（2021）年度

から令和５（2023）年度までの３年間を計画期間とします。 

 障害者施策推進計画は、平成 30（2018）年度から令和 5（2023）年度までの６

年間を計画期間とし、障害福祉計画及び障害児福祉計画の計画期間に合わせて見直し

ます。 

 

年度 

平成 27 

(2015) 

年度 

平成 28 

(2016) 

年度 

平成 29 

(2017) 

年度 

平成 30 

(2018) 

年度 

令和元 

(2019) 

年度 

令和 2 

(2020) 

年度 

令和 3 

(2021) 

年度 

令和 4 

(2022) 

年度 

令和 5 

(2023) 

年度 

計画 

         

         

         

  

 
第１章 

  

  

葛飾区障害者施策推進計画 

第５期葛飾区 
障害福祉計画 

 
第１期葛飾区 

障害児福祉計画 

葛飾区障害者施策 
推進計画 

第４期葛飾区 
障害福祉計画  

第６期葛飾区 
障害福祉計画 

 
第２期葛飾区 

障害児福祉計画 
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３ 計画の位置付け 

 

 障害福祉計画及び障害児福祉計画は、国の基本指針に基づき、障害のある方の地域

生活を支援するためのサービス基盤整備等に係る令和 5（2023）年度末における成

果目標を設定するとともに、各種サービスの必要量を見込み、その提供体制を確保す

るための方策について定める計画で、それぞれ「障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律」（以下「障害者総合支援法」という。）第 88 条に基づく

「市町村障害福祉計画」、児童福祉法第 33 条の 20 に基づく「市町村障害児福祉計画」

として位置付けています。 

 策定にあたっては、障害者施策推進計画、葛飾区基本計画及び同実施計画における

障害者施策並びに東京都障害者計画、東京都障害福祉計画及び東京都障害児福祉計画

との整合性を図りました。 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  

 

 国 

障害者基本法 
障害者総合支援法 

児童福祉法 
葛
飾
区
障
害
者
施
策
推
進
計
画 

 

第
６
期
葛
飾
区
障
害
福
祉
計
画 

 

第
２
期
葛
飾
区
障
害
児
福
祉
計
画 

 

東京都 

障害者計画 
障害福祉計画 

障害児福祉計画 

障害者福祉の推進 

 
葛飾区基本計画 

（令和 3（2021）年度～ 

 令和 12（2030）年度） 
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４ 計画の対象 

 

 本計画では、手帳の有無にかかわらず、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、

高次脳機能障害、難病等があるために日常生活又は社会生活を営む上で何らかの制限

を受ける方や不自由な状態になる方を計画の対象とします。 

 

 

5 計画の推進体制 

 

障害者施策推進計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画を着実に推進していくため

に、障害者関係団体・事業者の代表者等で構成する「葛飾区障害者施策推進協議会」を

年 2 回程度開催し、重点的な取組の進捗状況やサービス提供量の実績等について報告、

協議します。 

 

 

6 国の基本指針 

 

障害福祉計画及び障害児福祉計画は、厚生労働大臣の定める「基本指針」に基づい

て策定します。 

基本指針では、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関す

る次の点について、令和 5（2023）年度末における成果目標を設定することが求め

られています。 

・福祉施設の入所者の地域生活への移行 

・地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

・福祉施設から一般就労への移行等 

・障害児支援の提供体制の整備等 

・相談支援体制の充実・強化等 

 

基本指針に示されている基本的な考え方は、次のとおりです。 
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障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の 

提供体制の確保に関する基本的事項 

１ 基本的理念 

障害者総合支援法や児童福祉法の基本理念を踏まえつつ、次に掲げる点に配慮し

て、総合的な障害福祉計画等を作成する。 

・ 障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援 

・ 市町村を基本として身近な実施主体と障害種別によらない一元的な障害福祉サ

ービスの実施等 

・ 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対

応したサービス提供体制の整備 

・ 地域共生社会の実現に向けた取組 

・ 障害児の健やかな育成のための発達支援 

・ 障害福祉人材の確保 

・ 障害者の社会参加を支える取組 

２ 障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方 

障害福祉サービスの提供体制の確保に当たっては、１の基本的理念を踏まえ、次

に掲げる点に配慮して、目標を設定し、計画的な整備を行う。 

・ 全国で必要とされる訪問系サービスの保障 

・ 希望する障害者等への日中活動系サービスの保障 

・ グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備と機能の充実 

・ 福祉施設から一般就労への移行等の推進 

・ 強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害者に対する支援体制の充実 

・ 依存症対策の推進 

３ 相談支援の提供体制の確保に関する基本的考え方 

・ 相談支援体制の構築 

・ 地域生活への移行や地域定着のための支援体制の確保 

・ 発達障害者等に対する支援 

・ 協議会の設置等 

４ 障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方 

障害児については、子ども・子育て支援法及び同法に基づく教育、保育等の利用

状況を踏まえ、専門的な支援の確保及び共生社会の形成促進の観点から、保健、医

療、保育、教育、就労支援等の関係機関とも連携を図った上で、障害児及びその家

族に対して、乳幼児期から学校卒業まで一貫した効果的な支援を身近な場所で提供

する体制の構築を図ることが重要である。 

・ 地域支援体制の構築 

・ 保育、保健医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援 

・ 地域社会への参加・包容の推進 

・ 特別な支援が必要な障害児に対する支援体制の整備 

・ 障害児相談支援の提供体制の確保 
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第６期葛飾区障害福祉計画 

 

１ 国の基本指針に基づく成果目標 

 

（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行      

 

【 目標値の設定 】 

  

国の基本指針に 

基づく成果目標 

項目 

区の目標値 

参 考 

基本指針の内容 

基本指針に 

よる計算上の

目標値 

目標値 

算出根拠 

1 
施設入所者の 

地域生活への移行 

令和元（2019）年度

末施設入所者のう

ち令和５（2023）年

度末時点で地域移

行した方の人数 

令和元（2019）年度末

時点の施設入所者数

の６％以上が 

令和５（2023）年度末

までに地域生活へ移

行することを基本と

する。 

令和元（2019）年

度末施設入所者

のうち 

令和５（2023）年

度末時点で地域

移行した方の人

数 

令和元 

（2019）年度末 

施設入所者数 

335 人 

21 人 21 人以上 

2 
施設入所者数の 

削減 

令和５（2023）年度

末施設入所者数 

令和５（2023）年度末

の施設入所者数を 

令和元（2019）年度末

時点の施設入所者数

から 1.6％以上削減

することを基本とす

る。 

令和５（2023）

年度末施設入

所者数 
令和元 

（2019）年度末 

施設入所者数 

335 人 329 人 329 人以下 

 

 

【 目標値設定の理由 】 

1 国の基本指針に基づき、区の目標値を設定しました。 

2 国の基本指針に基づき、区の目標値を設定しました。 

 

 

 
第2 章 
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【 目標達成に向けた課題 】 

重度障害のある方の地域移行先の確保 

重度障害のある施設入所者の地域移行を推進するためには、その移行先とな

る重度障害に対応したグループホームや日中活動の場の計画的かつ継続的な確

保が不可欠であることから、具体的な確保策の検討を進め、重度障害に対応し

たグループホーム等の確保に取り組んでいくことが必要です。 

地域生活支援体制の整備 

施設入所者の地域生活への円滑な移行と、移行後の地域への確実な定着を実

現するためには、受入れ先であるグループホームへの支援や、地域移行者がい

つでも相談できる相談体制の確保等を含めた、地域社会全体で地域移行者の安

全で安定した生活を支えるための地域生活支援体制の整備が必要です。 

 

【 目標達成のための具体的な取組 】 

事業名 該当ページ 

グループホームの整備・運営支援 障害者施策推進計画（63ページ） 

相談支援体制の充実 障害者施策推進計画（57ページ） 

地域生活支援拠点の整備 障害者施策推進計画（63ページ） 

障害者地域生活移行・定着化支援費助成 障害者施策推進計画（64ページ） 

入所施設を退所して地域生活へ移行する重度障害のある方を受け入れ、適切な支援を行うグループホ

ームを運営する法人に対して、適切な支援を実施するために必要な経費の一部を補助することによ

り、重度障害のある方の地域生活への移行及び定着化を支援します。 

 

 

 

 

 

（2）地域生活支援拠点等が有する機能の充実     

 

【 目標値の設定 】 

基本指針の内容 

「地域生活支援拠点等（地域生活支援拠点又は面的な体制）について、令和

５（2023）年度末までに各市町村又は各圏域に一つ以上の地域生活支援拠点

等を確保しつつ、その機能の充実のため、年１回以上運用状況を検証及び検討

することを基本とする。」 

区の目標値 

国の基本指針に基づき、令和５（2023）年度末までに、地域生活支援拠点を

整備します。その機能の充実のため、葛飾区障害者施策推進協議会で運用状況

の検証及び検討を年１回以上行います。 
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【 目標達成に向けた課題 】 

地域支援体制の構築 

地域生活を支援するためには、地域において行政及び民間事業者の密な連携

が必要です。区内にはさまざまな機関があることから、それら複数の機関が分

担して機能を担う「面的整備型」の地域生活支援拠点について検討を進めてい

ます。それには、平成 30（2018）年度に開設した地域生活支援型入所施設で

ある「パランしょうぶ」を重要な拠点として、相談支援事業所や短期入所事業

所、通所施設等の連携を深めていく体制づくりが必要です。 
 

【 目標達成のための具体的な取組 】 

事業名 該当ページ 

地域生活支援拠点の整備 障害者施策推進計画（63ページ） 

 

 

＜地域生活支援拠点とは＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省資料（抜粋） 
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（3）福祉施設から一般就労への移行等        

 

【 目標値の設定 】 

  

国の基本指針に 

基づく成果目標 

項目 

区の目標値 

参 考 

基本指針の内容 

基本指針に 

よる計算上の

目標値 

目標値 

算出根拠 

1 
福祉施設から一般

就労への移行者数 

 

 

福祉施設からの 

一般就労移行者数 

 

61 人 
 

・就労移行支援 

事業 

47 人 
・就労継続支援 

Ａ型事業 

４人 
・就労継続支援 

Ｂ型事業 

10 人 

令和５（2023）年度中

に就労移行支援事業

等（生活介護、自立訓

練、就労移行支援、就

労継続支援）を通じ

て一般就労に移行す

る者の目標値を 

令和元（2019）年度の

一般就労への移行実

績の 1.27 倍以上と

することを基本とす

る。 

※この際、令和５

（2023）年度中に就

労移行支援事業・就

労継続支援Ａ型事

業・就労継続支援Ｂ

型事業を通じて一般

就労に移行する者の

目標値を併せて定め

る。 

・就労移行支援事業 

1.30 倍以上 

・就労継続支援Ａ型 

事業 

1.26 倍以上 

・就労継続支援Ｂ型 

事業 

1.23 倍以上 

 

 

福祉施設から 

の一般就労移 

行者数 

60 人以上 
 

・就労移行支援

事業 

47 人以上 
・就労継続支援

Ａ型事業 

４人以上 
・就労継続支援

Ｂ型事業 

10 人以上 

令和元

（2019）年度

の福祉施設か

らの一般就労

移行者数 

47 人 
 

・就労移行支

援事業 

36 人 
・就労継続支

援Ａ型事業 

３人 
・就労継続支

援Ｂ型事業 

８人 

2 
就労定着支援事業

の利用率 
７割 

令和５（2023）年度に

おける就労移行支援

事業等を通じて一般

就労に移行する者の

うち、７割が就労定

着支援事業を利用す

ることを基本とす

る。 

７割  

3 
就労定着支援事業

の就労定着率 
７割 

就労定着支援事業所

のうち、就労定着率

が８割以上の事業所

を全体の７割以上と

することを基本とす

る。 

７割以上  
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【 目標値設定の理由 】 

1 国の基本指針に基づき、区の目標値を設定しました。 

2 国の基本指針に基づき、区の目標値を設定しました。 

3 国の基本指針に基づき、区の目標値を設定しました。 

 

【 目標達成に向けた課題 】 

一般就労を進めるための役割の明確化・連携の強化 

一般就労を効果的に進めるためには、就労支援を目的とする就労移行支援事

業所、就労定着支援事業所、就労継続支援事業所、ハローワーク、区の就労支

援センターが、それぞれの役割分担を明確にし、相互に理解し合った上で、連

携を強化していくことが必要です。 

職場定着支援 

一般就労した方が、確実に職場に定着し、長く安定した状態で働き続けてい

けるようにするためには、一般就労した方のニーズに即した多様な支援策を実

施していくことが必要です。就労定着支援事業所と連携して必要な支援が切れ

目なく継続するよう進めていきます。 

 

【 目標達成のための具体的な取組 】 

事業名 該当ページ 

障害者就労支援システムの整備 障害者施策推進計画（74ページ） 

職場開拓の推進 障害者施策推進計画（74ページ） 

葛飾区チャレンジ雇用 障害者施策推進計画（75ページ） 

企業内就労訓練事業 障害者施策推進計画（75ページ） 

障害のある方に対する中間的就労の場の一つとして、「企業内就労訓練事業」を実施し、より企業で

の就労に近い環境で作業経験を重ねることにより、一般就労へつなげます。 

定着支援と余暇・生活支援の充実 障害者施策推進計画（75ページ） 

 

  

9



（4）相談支援体制の充実・強化等          

 

【 目標値の設定 】 

基本指針の内容 

「令和５（2023）年度末までに、各市町村又は各圏域において、総合的・専

門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化を実施する体制を確保す

ることを基本とする。」 

区の目標値 

総合的・専門的な相談支援の実施のため、令和５（2023）年度末までの基幹

相談支援センターの設置に向け検討を進めます。また、相談支援事業者の人材

育成支援や相談機関との連携強化を図るため、相談支援事業者が委員として在

籍する相談支援部会や相談支援専門員研修会を年間複数回開催します。 

 

【 目標達成に向けた課題 】 

 障害に関する多様な相談に対して、適切に対応していくため、総合的な相談

に対応できる窓口の設置、及び地域の相談支援事業所とのネットワークの強化

を図る必要があります。今後、地域の相談支援の拠点となる基幹相談支援セン

ターの設置等、相談体制の整備について検討を進めていきます。 

 

【 目標達成のための具体的な取組 】 

事業名 該当ページ 

相談支援体制の充実 障害者施策推進計画（57ページ） 

相談支援体制の充実 障害者施策推進計画（79ページ） 

相談支援の質の向上 障害者施策推進計画（57ページ） 
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2 自立支援給付事業 

 

（１）訪問系サービス                
 

【 サービス内容 】 

サービス名 内      容 

居宅介護 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由などにより常に介護を必要とする方に、自宅で、入浴、排せつ、

食事の介護等の生活全般にわたる援助や、外出時の移動支援等を総合的に行いま

す。 

同行援護 
外出に著しい困難を有する視覚障害のある方に同行し、移動に必要な情報の提供や

移動の援護、外出先での排せつや食事の介護等の必要な援助を行います。 

行動援護 
行動が困難で常に介護が必要な知的又は精神に障害のある方に対し、危険を回避する

ために必要な支援や外出の支援を行います。 

重度障害者等 

包括支援 
介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 

 

【 １か月あたりの利用者数・利用量の実績と見込み 】 

サービス名 単位  

第５期計画（実績） 第６期計画（必要量の見込み） 

平成 30 

(2018)年度 

令和元

(2019)年度 

令和２

(2020)年度 

令和３

(2021)年度 

令和４

(2022)年度 

令和５

(2023)年度 

居宅介護 

実人数

/月

（人） 

見込み 564 571 573 448 426 406 

実績 522 497 472    

延利用

時間/月 

（時間） 

見込み 14,801 14,895 14,951 11,359 10,883 10,429 

実績 13,093 12,384 11,859    

重度訪問 

介護 

実人数

/月

(人) 

見込み 9 9 9 6 6 6 

実績 6 4 6    

延利用

時間/月 

（時間） 

見込み 1,621 1,621 1,621 1,016 1,016 1,016 

実績 956 597 1,016    

同行援護 

実人数

/月

(人) 

見込み 170 180 190 159 163 167 

実績 147 152 155    

延利用

時間/月 

（時間） 

見込み 3,031 3,131 3,231 3,320 3,486 3,661 

実績 2,815 3,012 3,162    

行動援護 

実人数

/月

(人) 

見込み 4 4 4 4 4 4 

実績 4 4 4    

延利用

時間/月 

（時間） 

見込み 80 80 80 27 27 27 

実績 23 35 27    

重度障害者 

等包括支援 
重度訪問介護に含む 

 ※ 令和２（2020）年度の実績値は、実績からの推計値です。 
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【 現状 】 

第５期計画期間中におけるサービス提供量は、概ね見込みを下回って推移し

ました。 

 

【 サービス必要量の考え方 】 

居宅介護及び同行援護については、これまでの実績の平均的な伸びをもとに

必要量を算出しました。重度訪問介護及び行動援護については、変動要素が少

ないことから、これまでの実績と同程度で推移するものと見込みました。 

 

【 確保策 】 

令和２（2020）年９月１日現在、区内には居宅介護を提供している事業所

が 104 箇所、重度訪問介護を提供している事業所が 93 箇所、同行援護を提

供している事業所が 39 箇所、行動援護を提供している事業所が３箇所ありま

すが、障害のある方に対し円滑にサービスを提供するためには、サービスを提

供する事業所との連携が必要であることから、民間事業所と連携して、提供体

制の整備に努めます。 

また、介護保険や移動支援などの他のサービスとの調整を図りながら、適切

なサービス提供に努めます。 

  

12



（2）日中活動系サービス              

 

① 生活介護 

【 サービス内容 】 

常に介護を必要とする方に対し、昼間に、入浴、排せつ、食事の介護等を行

うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 

 

【 １か月あたりの利用者数・利用量の実績と見込み 】 

単位  

第５期計画（実績） 第６期計画（必要量の見込み） 

平成 30 

(2018)年度 

令和元

(2019)年度 

令和２

(2020)年度 

令和３

(2021)年度 

令和４

(2022)年度 

令和５

(2023)年度 

実人数/月

（人） 

見込み 854 869 885 890 913 937 

実績 830 845 867    

延利用日数/

月 

（人日） 

見込み 16,293 16,547 16,844 17,548 18,178 18,830 

実績 16,107 16,339 16,916    

 ※ 令和２（2020）年度の実績値は、実績からの推計値です。 

 

【 現状 】 

第５期計画期間中におけるサービス提供量は、増加傾向で推移しました。区

内事業所の多くは定員を満たしている状況です。 

 

【 サービス必要量の考え方 】 

これまでの実績の平均的な伸びをもとに、特別支援学校卒業生等の進路希望

などを考慮して、必要量を算出しました。 

 

【 確保策 】 

現在の整備状況より、必要量は概ね確保できると見込んでいますが、たんの

吸引や経管栄養等の医療的ケアを必要とする障害のある方への対応は必要であ

ることから、医療的ケアを必要とする重症心身障害のある方を対象とする通所

施設の整備支援を引き続き検討します。 

☛障害者施策推進計画 63 ページ「障害者通所施設の整備支援」 
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② 自立訓練（機能訓練） 

【 サービス内容 】 

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の向上の

ために必要な訓練を行います。身体障害のある方を対象としたサービスです。 

 

【 １か月あたりの利用者数・利用量の実績と見込み 】 

単位  

第５期計画（実績） 第６期計画（必要量の見込み） 

平成 30 

(2018)年度 

令和元

(2019)年度 

令和２

(2020)年度 

令和３

(2021)年度 

令和４

(2022)年度 

令和５

(2023)年度 

実人数/月

（人） 

見込み 25 25 25 23 23 23 

実績 23 21 23    

延利用日数/

月 

（人日） 

見込み 172 172 172 152 152 152 

実績 164 132 152    

 ※ 令和２（2020）年度の実績値は、実績からの推計値です。 

 

【 現状 】 

第５期計画期間中におけるサービス提供量は、見込みに対しては下回り、減

少傾向で推移しました。 

区内では、区立の自立訓練事業所がサービス提供をしています。 

 

【 サービス必要量の考え方 】 

これまでの実績から、令和２（2020）年度と同程度で推移するものと見込

んで必要量を算出しました。 

 

【 確保策 】 

区立の自立訓練事業所において、必要量は確保できると見込んでいます。引

き続き、質の高いサービスの提供に努めます。 
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③ 自立訓練（生活訓練）  

【 サービス内容 】 

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の向上の

ために必要な訓練を行います。知的障害又は精神障害のある方を対象としたサ

ービスです。 

 

【 １か月あたりの利用者数・利用量の実績と見込み 】 

単位  

第５期計画（実績） 第６期計画（必要量の見込み） 

平成 30 

(2018)年度 

令和元

(2019)年度 

令和２

(2020)年度 

令和３

(2021)年度 

令和４

(2022)年度 

令和５

(2023)年度 

実人数/月

（人） 

見込み 62 62 62 101 107 114 

実績 90 91 95    

延利用日数/

月 

（人日） 

見込み 693 693 693 770 784 799 

実績 802 746 756    

 ※ 令和２（2020）年度の実績値は、実績からの推計値です。 

 

【 現状 】 

第５期計画期間中におけるサービス提供量は、見込みを上回って推移しまし

た。 

現在、区内では４事業所がサービスを提供しており、それぞれ高次脳機能障

害のある方、知的障害のある方、精神障害のある方を支援しています。 

 

【 サービス必要量の考え方 】 

実人数の実績の伸びをもとに、必要量を算出しました。 

 

【 確保策 】 

平成 30（2018）年度に事業所が開設したこともあり、必要量は概ね確保で

きると見込んでいます。しかし、障害のある方の地域生活への移行を推進する

中で、社会資源の充実が求められるサービスであるため、引き続きサービスを

提供する事業所の確保に努めます。  
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④ 就労移行支援 

【 サービス内容 】 

一般就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のた

めに必要な訓練を行います。 

 

【 １か月あたりの利用者数・利用量の実績と見込み 】 

単位  

第５期計画（実績） 第６期計画（必要量の見込み） 

平成 30 

(2018)年度 

令和元

(2019)年度 

令和２

(2020)年度 

令和３

(2021)年度 

令和４

(2022)年度 

令和５

(2023)年度 

実人数/月

（人） 

見込み 160 175 191 189 207 229 

実績 149 161 172    

延利用日数/

月 

（人日） 

見込み 2,688 3,058 3,486 2,605 2,813 3,045 

実績 2,067 2,327 2,417    

※ 令和２（2020）年度の実績値は、実績からの推計値です。 

 

【 現状 】 

第５期計画期間中におけるサービス提供量は、見込みを下回りましたが、増

加傾向で推移しました。 

 

【 サービス必要量の考え方 】 

これまでの実績の伸びをもとに、特別支援学校卒業生等の進路希望などを考

慮して、必要量を算出しました。 

 

【 確保策 】 

令和２（2020）年９月１日現在、区内には事業所が９箇所ありますが、就労

に向けた訓練などの支援内容は事業所によって異なるため、利用者は、自身の

特性に合った事業所に入所することが必要です。事業の特性として近隣自治体

の事業所の利用も考えられますので、区は、引き続き近隣自治体の事業所も含

めて情報収集に努め、必要に応じて情報提供を行うことで、サービスの利用を

希望する方が自身に適したサービスを利用できるように支援します。 
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⑤ 就労継続支援Ａ型 

【 サービス内容 】 

一般企業等での就労が困難な方に、雇用契約に基づく就労の場を提供すると

ともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 

 

【 １か月あたりの利用者数・利用量の実績と見込み 】 

単位  

第５期計画（実績） 第６期計画（必要量の見込み） 

平成 30 

(2018)年度 

令和元

(2019)年度 

令和２

(2020)年度 

令和３

(2021)年度 

令和４

(2022)年度 

令和５

(2023)年度 

実人数/月

（人） 

見込み 118 118 118 92 91 90 

実績 97 93 94    

延利用日数/

月 

（人日） 

見込み 2,008 2,008 2,008 1,443 1,403 1,366 

実績 1,623 1,483 1,485    

 ※ 令和２（2020）年度の実績値は、実績からの推計値です。 

 

【 現状 】 

第５期計画期間中におけるサービス提供量は、見込みを下回りました。 

 

【 サービス必要量の考え方 】 

これまでの実績をもとに、必要量を算出しました。 

 

【 確保策 】 

令和２（2020）年９月１日現在、区内には５箇所の就労継続支援Ａ型事業

所がありますが、事業の特性として近隣自治体の事業所の利用も考えられます

ので、区は、引き続き近隣自治体の事業所も含めて情報収集に努め、必要に応

じて情報提供を行うことで、サービスの利用を希望する方が自身の希望に合っ

た事業所を見つけることができるように支援します。 
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⑥ 就労継続支援Ｂ型 

【 サービス内容 】 

一般企業等での就労が困難な方に、就労の場を提供するとともに、知識及び

能力の向上のために必要な訓練を行います。 

 

【 １か月あたりの利用者数・利用量の実績と見込み 】 

単位  

第５期計画（実績） 第６期計画（必要量の見込み） 

平成 30 

(2018)年度 

令和元

(2019)年度 

令和２

(2020)年度 

令和３

(2021)年度 

令和４

(2022)年度 

令和５

(2023)年度 

実人数/月

（人） 

見込み 722 758 773 728 738 750 

実績 713 714 720    

延利用日数/

月 

（人日） 

見込み 11,488 12,070 12,195 11,436 11,525 11,623 

実績 11,297 11,285 11,356    

※ 令和２（2020）年度の実績値は、実績からの推計値です。 

 

【 現状 】 

第５期計画期間中におけるサービス提供量は、新規事業所が平成 30（2018）

年度中に１箇所、令和元（2019）年度中に２箇所、令和２（2020）年度中に

１箇所開設したものの、見込みを下回りました。 

 

【 サービス必要量の考え方 】 

これまでの実績をもとに、特別支援学校卒業生の進路希望等などを考慮して、

必要量を算出しました。 

 

【 確保策 】 

令和２（2020）年 9 月１日現在、区内には 29 箇所の就労継続支援Ｂ型事

業所があるため、必要量は確保できると見込んでいます。 

区は、就労継続支援Ｂ型事業所に対し、工賃の向上に向けた支援内容を充実

させ、利用者の就労意欲を向上させることを目指すとともに経済的な自立を支

援します。 

☛障害者施策推進計画 77 ページ「障害者就労支援施設の工賃向上に向けた

支援」 
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⑦ 就労定着支援 

【 サービス内容 】 

一般企業に就職した方に、一定期間、職場定着に向けた支援を行います。 

 

【 １か月あたりの利用者数の実績と見込み 】 

単位  

第５期計画（実績） 第６期計画（必要量の見込み） 

平成 30 

(2018)年度 

令和元

(2019)年度 

令和２

(2020)年度 

令和３

(2021)年度 

令和４

(2022)年度 

令和５

(2023)年度 

実人数/月

（人） 

見込み 20 50 80 68 74 80 

実績 33 55 62    

※ 令和２（2020）年度の実績値は、実績からの推計値です。 

 

【 現状 】 

平成 30（2018）年４月に新設されたサービスです。第５期計画期間中にお

けるサービス提供量は、平成 30（2018）年度、令和元（2019）年度におい

ては見込みを上回り、全体を通して増加傾向で推移しました。 

 

【 サービス必要量の考え方 】 

これまでの実績の平均的な伸びをもとに、必要量を算出しました。 

 

【 確保策 】 

必要量は概ね確保できると見込んでいます。今後も引き続き、民間事業者と

連携して、サービス提供体制の整備に努めます。 
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⑧ 療養介護 

【 サービス内容 】 

医療を必要とする方で常に介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療

養上の管理、看護、医学的管理のもとにおける介護及び日常生活の世話を行い

ます。 

 

【 １か月あたりの利用者数の実績と見込み 】 

単位  

第５期計画（実績） 第６期計画（必要量の見込み） 

平成 30 

(2018)年度 

令和元

(2019)年度 

令和２

(2020)年度 

令和３

(2021)年度 

令和４

(2022)年度 

令和５

(2023)年度 

実人数/月

（人） 

見込み 39 40 41 36 36 36 

実績 38 36 36    

 ※ 令和２（2020）年度の実績値は、実績からの推計値です。 

 

【 現状 】 

第５期計画期間中におけるサービス利用者数は、見込みを下回って推移しま

した。 

 

【 サービス必要量の考え方 】 

これまでの実績をもとに、令和２（2020）年度と同程度で推移するものと

見込みました。 

 

【 確保策 】 

引き続き、医療機関と連携・調整を図りながら、必要量の確保に努めます。 
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⑨ 短期入所(ショートステイ) 

【 サービス内容 】 

介護者が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食

事の介護等を行います。 

 

【 １か月あたりの利用者数・利用量の実績と見込み 】 

単位  

第５期計画（実績） 第６期計画（必要量の見込み） 

平成 30 

(2018)年度 

令和元

(2019)年度 

令和２

(2020)年度 

令和３

(2021)年度 

令和４

(2022)年度 

令和５

(2023)年度 

実人数/月

（人） 

見込み 155 165 170 146 151 156 

実績 122 139 140    

延利用日数/

月 

（人日） 

見込み 1,246 1,324 1,407 1,409 1,465 1,523 

実績 1,066 1,303 1,355    

※ 令和２（2020）年度の実績値は、実績からの推計値です。 

 

【 現状 】 

第５期計画期間中におけるサービス提供量は、見込みを下回ったものの、平

成 30（2018）年度に新規事業所が１箇所開設したこともあり、全体を通して

増加傾向で推移しました。 

 

【 サービス必要量の考え方 】 

これまでの実績の伸びをもとに、必要量を算出しました。 

 

【 確保策 】 

介護者の高齢化等に伴い、短期入所へのニーズは高い状況にあるため、区は

今後も引き続き、通所施設、グループホームなどの整備支援を行う際に、医療

的ケアが必要な方にも対応した短期入所用の居室を合築して整備するように働

きかけます。 

☛障害者施策推進計画 64 ページ「短期入所先の確保」 
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（3）居住系サービス                

 

① 自立生活援助 

【 サービス内容 】 

施設入所支援又は共同生活援助を利用していた方が、自宅での生活に移行し

たとき、一定期間、定期的な巡回訪問などを行い、障害のある方が直面する日

常生活を営む上でのさまざまな問題について相談に応じ、必要な情報の提供を

行うとともに助言等の援助を行います。 

 

【 １か月あたりの利用者数の実績と見込み 】 

単位  

第５期計画（実績） 第６期計画（必要量の見込み） 

平成 30 

(2018)年度 

令和元

(2019)年度 

令和２

(2020)年度 

令和３

(2021)年度 

令和４

(2022)年度 

令和５

(2023)年度 

実人数/月

（人） 

見込み 0 2 2 2[1] 2[1] 2[1] 

実績 3 6 2    

※ 令和２（2020）年度の実績値は、実績からの推計値です。 

※ [ ]内は精神障害のある方の内数 

 

【 現状 】 

平成 30（2018）年４月に新設された本サービスは、令和２（2020）年度

を除き、見込みを上回りました。 

 

【 サービス必要量の考え方 】 

区内には知的障害のある方のサテライト型住居や精神障害のある方の通過型

グループホームがあるため、サービスへのニーズはあることが予想されますが、

標準利用期間が１年であることから、令和２（2020）年度と同程度で推移す

るものと見込みました。 

 

【 確保策 】 

区内には、２箇所のサービス提供事業所があります。引き続き民間事業所と

連携して、サービス提供体制の整備に努めます。 
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② 共同生活援助（グループホーム） 

【 サービス内容 】 

共同生活を行う住居で、夜間や休日に、相談、入浴、排せつ、食事の介護や

日常生活上の援助を行います。 

 

【 １か月あたりの利用者数の実績と見込み 】 

単位  

第５期計画（実績） 第６期計画（必要量の見込み） 

平成 30 

(2018)年度 

令和元

(2019)年度 

令和２

(2020)年度 

令和３

(2021)年度 

令和４

(2022)年度 

令和５

(2023)年度 

実人数/月

（人） 

見込み 435 462 500 559[145] 605[167] 655[192] 

実績 449 489 518    

 ※ 令和２（2020）年度の実績値は、実績からの推計値です。 

※ [ ]内は精神障害のある方の内数 

 

【 現状 】 

第５期計画期間中におけるサービス利用者数は、見込みを上回り、増加傾向

で推移しました。 

 

【 サービス必要量の考え方 】 

これまでの実績の平均的な伸びをもとに、福祉施設入所者の地域移行や、長

期入院を含む入院中の精神障害のある方の地域移行を考慮して、必要量を算出

しました。 

 

【 確保策 】 

令和 2（2020）年度現在、区内には 135 箇所のグループホームが設置され

ています。今後、施設入所者の地域移行を推進するためには、特に重度障害の

ある方に対応したグループホームを確保していく必要があるため、整備を行う

社会福祉法人等に対して整備費の一部を助成することで、整備の促進を図りま

す。 

また、精神障害のある方のグループホームの整備・運営支援を行います。 

☛障害者施策推進計画 63 ページ「グループホームの整備・運営支援」 
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③ 施設入所支援 

【 サービス内容 】 

施設に入所している方に対し、夜間や休日に、入浴､排せつ､食事の介護等を

行います。 

 

【 １か月あたりの利用者数の実績と見込み 】 

単位  

第５期計画（実績） 第６期計画（必要量の見込み） 

平成 30 

(2018)年度 

令和元

(2019)年度 

令和２

(2020)年度 

令和３

(2021)年度 

令和４

(2022)年度 

令和５

(2023)年度 

実人数/月

（人） 

見込み 336 326 319 333 331 329 

実績 329 332 335    

※ 令和２（2020）年度の実績値は、実績からの推計値です。 

 

【 現状 】 

第５期計画期間中におけるサービス利用者数は、増加傾向で推移しました。 

 

【 サービス必要量の考え方 】 

これまでの実績をもとに、国の基本指針に係る成果目標（福祉施設の入所者

の地域生活への移行）の達成に向けて、必要量を算出しました。 

 

【 確保策 】 

区は、施設入所者の地域移行を推進するために、利用者が一定の訓練期間を

経て地域のグループホームでの生活に移行し、入れ替わりにまた新たな利用者

が地域での生活に向けて訓練することができるよう、訓練期間終了後の入所者

の住まいの場となる重度障害のある方に対応したグループホームの整備支援に

取り組みます。 

☛障害者施策推進計画 63 ページ「グループホームの整備・運営支援」 
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（4）相談支援                   

 

① 計画相談支援 

【 サービス内容 】 

障害のある方の心身の状況や環境、障害福祉サービスや地域相談支援の利用

の意向等を勘案して、支給決定及び支給決定の変更前にサービス等利用計画案

を作成するとともに、支給決定後の一定期間ごとにサービス等の利用状況の検

証を行い、計画の見直しを行います。 

 

【 １か月あたりの利用者数の実績と見込み 】 

単位  

第５期計画（実績） 第６期計画（必要量の見込み） 

平成 30 

(2018)年度 

令和元

(2019)年度 

令和２

(2020)年度 

令和３

(2021)年度 

令和４

(2022)年度 

令和５

(2023)年度 

実人数/月

（人） 

見込み 267 285 305 652 763 894 

実績 292 460 545    

 ※ 令和２（2020）年度の実績値は、実績からの推計値です。 

 

【 現状 】 

第５期計画期間中におけるサービス利用者数は、見込みを大幅に上回りまし

た。令和元（2019）年度から、より細やかに生活状況を把握し、支援ニーズに

対応するため、モニタリングの回数を増やしたことによるものです。 

 

【 サービス必要量の考え方 】 

これまでの実績をもとに、増加傾向で推移するものと見込みました。 

 

【 確保策 】 

令和２（2020）年９月１日現在、本区では区立事業所も含め、38 箇所の事

業所がサービスを提供していますが、必要量を確保するためには、引き続き相

談支援事業所及び相談支援専門員の数を増やしていくことが必要です。 

区は引き続き、相談支援事業所及び相談支援専門員の確保に努めるとともに、

民間相談支援事業所への運営費の助成などにより相談支援事業所における利用

計画の作成を支援します。 

☛障害者施策推進計画 58 ページ「相談支援事業所運営費等助成」 
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② 地域移行支援、地域定着支援 

【 サービス内容 】 

サービス 内      容 

地域移行支援 
施設に入所している方や精神科病院に入院している方に対し、住居の確保など地

域生活へ移行するための活動に関する相談などを行います。 

地域定着支援 
居宅で一人暮らしをしている方との連絡体制を常に確保し、障害の特性に起因し

て生じた緊急の事態等に対し相談などを行います。 

 

【 １か月あたりの利用者数の実績と見込み 】 

サービス名 単位  

第５期計画（実績） 第６期計画（必要量の見込み） 

平成 30 

(2018)年度 

令和元

(2019)年度 

令和２

(2020)年度 

令和３

(2021)年度 

令和４

(2022)年度 

令和５

(2023)年度 

地域移行 

支援 

実人数/

月（人） 
見込み 9 9 9 8[7] 8[7] 9[8] 

実績 9 7 7    

地域定着 

支援 

実人数/

月（人） 
見込み 1 1 1 4[3] 4[3] 4[3] 

実績 4 5 4    

※ 令和２（2020）年度の実績値は、実績からの推計値です。 

※ [ ]内は精神障害のある方の内数 

 

【 現状 】 

第５期計画期間中におけるサービス利用者数は、地域移行支援については見

込みを下回り、地域定着支援については見込みを上回りました。 

 

【 サービス必要量の考え方 】 

施設入所者及び入院中の精神に障害のある方の地域生活への移行とこれまで

の実績を考慮して、必要量を算出しました。 

 

【 確保策 】 

施設入所者の地域移行及び精神科病院からの退院を促進するため、グループ

ホームの整備支援に取り組みます。 

☛障害者施策推進計画 63 ページ「グループホームの整備・運営支援」 

また、入所施設を退所して地域生活へ移行する方を受け入れ、適切な支援を

行うグループホームを運営している法人に対して、必要な経費の一部を補助す

ることにより、重度障害のある方の地域生活への移行及び定着化を支援します。  

☛障害者施策推進計画 64 ページ「障害者地域生活移行・定着化支援費助成」 
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（5）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築  

 

【 事業内容 】 

 精神障害のある方が住み慣れた地域で充実した生活を送ることができるよう、

医療機関をはじめとする関係機関と連携・協議をする場として、精神保健福祉

包括ケア推進協議会を設けています。 

 

【 年間開催回数の実績と見込み 】 

単位              

第５期計画（実績） 第６期計画（必要量の見込み） 

平成 30 

(2018)年度 

令和元

(2019)年度 

令和２

(2020)年度 

令和３

(2021)年度 

令和４

(2022)年度 

令和５

(2023)年度 

開催回数/

年（回） 

見込み    １ １ １ 

実績 １ １ １    

※ 令和２（2020）年度の実績値は、実績からの推計値です。 

 

【 関係者の参加者数の見込み 】 

単位 保健 

医療 

(精神

科) 

医療 

(精神科

以外) 

福祉 介護 当事者 家族 
行政機

関 
その他 

人 数

（人） ３ ４ １ ６ １ ０ １ 

 

７ 

 

１ 

 

【 目標設定及び評価の実施回数の見込み 】 

単位              

第５期計画（実績） 第６期計画（必要量の見込み） 

30(2018)

年度 

元(2019)

年度 

２(2020)

年度 

３(2021)

年度 

４(2022)

年度 

５(2023)

年度 

開催回数/

年（回） 

見込み    １ １ １ 

実績       
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3 地域生活支援事業 

 

地域生活支援事業は、障害者総合支援法に基づき、区が主体となり、区の地

域特性を踏まえた上で、障害のある方が地域で自立した日常生活又は社会生活

を営むために必要な事業を選択し、関係団体と連携しながらサービスを提供し

ています。 

サービスの見込量については、これまでの実績や利用者のニーズを考慮して

算出しました。 

 

（１）相談支援事業                 

 

① 障害者相談支援事業 

【 サービス内容 】 

障害のある方や家族などからの相談に対して、サービスの利用や通所施設の

利用など、在宅生活に必要な情報の提供や助言を行います。 

区の機関としては、障害福祉課、保健所、保健センター、子ども総合センタ

ーで相談支援事業を行うほか、精神障害に関しては地域活動支援センター３箇

所でも実施します。 

 

② 協議会 

【 サービス内容 】 

区では、障害者総合支援法に定める協議会の機能を担うため、「障害者施策推

進協議会」を設けています。 

協議会では、定期的に障害福祉計画等の進捗状況を把握し、分析・評価の上、

必要があると認めるときは、計画の見直しを行います。 

この協議会は、「地域自立支援協議会」を兼ねる会議体として位置付けており、

専門的な内容を協議するために「身体・知的障害者就労支援部会」「身体・知的

障害者相談支援部会」「精神障害者就労及び相談支援部会」「差別解消部会」「地

域生活支援部会」の５つの専門部会を設けています。 

また、医療的ケアを必要とする方の支援について幅広い分野の関係者が参加

できる協議の場を協議会とは別に設置できるよう検討を進めてまいります。 
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（２）成年後見制度利用支援事業           

 

① 区長による審判申立て 

【 サービス内容 】 

判断能力が不十分な知的又は精神に障害のある方で、親族による審判の申立

てが困難な方について、区長が家庭裁判所に審判申立てを行います。 

 

【 年間利用件数の実績と見込み 】 

単位  

第５期計画（実績） 第６期計画（必要量の見込み） 

平成 30 

(2018)年度 

令和元

(2019)年度 

令和２

(2020)年度 

令和３

(2021)年度 

令和４

(2022)年度 

令和５

(2023)年度 

利用件数/年 

（件） 

見込み 10 10 10 8 8 8 

実績 9 5 8    

※ 令和２（2020）年度の実績値は、実績からの推計値です。 

 

② 成年後見制度の利用に要する費用の助成 

【 サービス内容 】 

障害福祉サービス等の利用の観点から成年後見制度を利用することが有用で

あると認められる障害のある方で制度の利用に要する費用について助成を受け

なければ利用が困難であると認められる方に対し、成年後見制度の審判申立て

に要する経費（登記手数料、鑑定費用等）や後見人等の報酬の一部を助成しま

す。 
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（３）意思疎通支援事業               

 

① 手話通訳者・要約筆記者派遣事業 

【 サービス内容 】 

サービス 内      容 

手話通訳者派遣

事業 

聴覚に障害のある方と健聴者との意思疎通を円滑にするため、手話通訳者を派

遣します。 

要約筆記者派遣

事業 

手話の習得が困難な中途失聴者や難聴者のコミュニケーション手段として、要

約筆記者を派遣します。 

 

【 年間登録者数の実績と見込み 】 

単位  

第５期計画（実績） 第６期計画（必要量の見込み） 

平成 30 

(2018)年度 

令和元

(2019)年度 

令和２

(2020)年度 

令和３

(2021)年度 

令和４

(2022)年度 

令和５

(2023)年度 

登録者数/年 

（人） 

見込み 321 330 339 340 345 350 

実績 307 330 335    

 ※ 令和２（2020）年度の実績値は、実績からの推計値です。 

 

② 手話通訳者設置事業 

【 サービス内容 】 

区では、障害福祉課に手話通訳者を２人、手話相談員を１人配置しています。

今後も、この体制を継続します。 
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（４）日常生活用具給付等事業            

 

【 サービス内容 】 

重度障害のある方に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸

与すること等により、日常生活の便宜を図ります。 

 

【 年間利用件数の実績と見込み 】 

※ 令和２（2020）年度の実績値は、実績からの推計値です。 

  

サービス名 単位  

第５期計画（実績） 第６期計画（必要量の見込み） 

平成 30 

(2018)年度 

令和元

(2019)年度 

令和２

(2020)年度 

令和３

(2021)年度 

令和４

(2022)年度 

令和５

(2023)年度 

介護・訓練 

支援用具 

利用 

件数/年 

（件） 

見込み 25 25 25 22 22 22 

実績 17 18 23    

自立生活 

支援用具 

利用 

件数/年 

（件） 

見込み 101 101 101 87 87 87 

実績 67 81 87    

在宅療養等 

支援用具 

利用 

件数/年 

（件） 

見込み 51 51 51 68 70 72 

実績 65 62 66    

情報・ 

意思疎通 

支援用具 

利用 

件数/年 

（件） 

見込み 135 141 147 153 160 167 

実績 116 140 147    

排泄管理 

支援用具 

利用 

件数/年 

（件） 

見込み 8,238 8,383 8,532 8,280 8,280 8,280 

実績 7,010 8,580 8,280    

居宅生活動 

作補助用具 

(住宅改修) 

利用 

件数/年 

（件） 

見込み 13 13 13 9 9 9 

実績 10 6 9    

31



（５）移動支援事業                   

 

【 サービス内容 】 

外出することが困難な障害のある方に対し、移動を支援することで、自立と

社会活動への参加を促進します。 

 

【 １か月あたりの利用者数及び利用量の実績と見込み 】 

単位  

第５期計画（実績） 第６期計画（必要量の見込み） 

平成 30 

(2018)年度 

令和元

(2019)年度 

令和２

(2020)年度 

令和３

(2021)年度 

令和４

(2022)年度 

令和５

(2023)年度 

実人数/月 

（人) 

見込み 527 545 563 500 500 500 

実績 508 475 499    

延利用 

時間数/月

（時間） 

見込み 5,750 5,848 5,948 5,385 5,385 5,385 

実績 5,415 4,978 5,385    

※ 令和２（2020）年度の実績値は、実績からの推計値です。 

 

 

（６）地域活動支援センター事業           

 

【 サービス内容 】 

地域活動支援センターにおいて、創作的活動や生産活動の機会の提供、社会

との交流の促進等を図ることで、障害のある方の自立した日常生活や社会生活

を支援します。また、就労のための社会適応訓練を行う事業所もあります。 

 

【 １か月あたりの利用者数及び実施箇所数の実績と見込み 】 

単位  

第５期計画（実績） 第６期計画（必要量の見込み） 

平成 30 

(2018)年度 

令和元

(2019)年度 

令和２

(2020)年度 

令和３

(2021)年度 

令和４

(2022)年度 

令和５

(2023)年度 

実人数/月

（人） 

見込み 2,188 2,188 2,188 1,734 1,734 1,734 

実績 1,664 1,566 1,734    

実施箇所

数 

（箇所） 

見込み 5 5 5 5 5 5 

実績 5 5 5    

※ 令和２（2020）年度の実績値は、実績からの推計値です。 
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（７）その他の事業                 

 

① 訪問入浴サービス 

【 サービス内容 】 

家庭での入浴が困難な重度障害のある方に対して、入浴車を派遣し入浴サー

ビスを行うことで、衛生的・健康的な生活の維持を支援します。 

 

【 年間利用件数の実績と見込み 】 

単位  

第５期計画（実績） 第６期計画（必要量の見込み） 

平成 30 

(2018)年度 

令和元

(2019)年度 

令和２

(2020)年度 

令和３

(2021)年度 

令和４

(2022)年度 

令和５

(2023)年度 

利用件数/年

（件） 

見込み 2,366 2,433 2,501 1,894 1,894 1,894 

実績 1,896 1,845 1,894    

 ※ 令和２（2020）年度の実績値は、実績からの推計値です。 

 

② 自動車運転免許取得費助成 

【 サービス内容 】 

自動車運転免許の取得に要する費用を助成することにより、身体に障害のあ

る方等の日常生活における利便性の向上及び生活圏の拡大を図ります。 

 

【 年間利用件数の実績と見込み 】 

単位  

第５期計画（実績） 第６期計画（必要量の見込み） 

平成 30 

(2018)年度 

令和元

(2019)年度 

令和２

(2020)年度 

令和３

(2021)年度 

令和４

(2022)年度 

令和５

(2023)年度 

利用件数/年

（件） 

見込み 5 5 5 7 7 7 

実績 9 5 7    

 ※ 令和２（2020）年度の実績値は、実績からの推計値です。 

 

③ 自動車改造費助成 

【 サービス内容 】 

身体に重度障害のある方が就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車につ

いて、その自動車の改造に要する経費を助成することで、障害のある方の社会

参加を促進します。 

 

【 年間利用件数の実績と見込み 】 

単位  

第５期計画（実績） 第６期計画（必要量の見込み） 

平成 30 

(2018)年度 

令和元

(2019)年度 

令和２

(2020)年度 

令和３

(2021)年度 

令和４

(2022)年度 

令和５

(2023)年度 

利用件数/年

（件） 

見込み 6 6 6 5 5 5 

実績 3 6 5    

 ※ 令和２（2020）年度の実績値は、実績からの推計値です。 
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第２期葛飾区障害児福祉計画 
 

１ 国の基本指針に基づく成果目標 

 

（１）障害児支援の提供体制の整備等         

 

  

国の基本指針に 

基づく成果目標 

項目 

区の目標値 

参 考 

基本指針の内容 

基本指針に 

よる計算上の

目標値 

目標値 

算出 

根拠 

1 
児童発達支援 

センターの設置数 
３箇所 

令和５（2023）年度末までに、

児童発達支援センターを 

各市町村に少なくとも 

１箇所以上設置することを 

基本とする。 

１箇所以上   

2 

保育所等訪問支援

を利用できる 

体制の構築 

構築 

令和５（2023）年度末までに、

すべての市町村において、 

保育所等訪問支援を利用 

できる体制を構築することを 

基本とする。 

構築   

3 

主に重症心身障害

児を支援する児童

発達支援事業所及

び放課後等デイサ

ービス事業所数 

児童発達支援

事業所又は放

課後等デイサ

ービス事業所

を５箇所以上 

令和５（2023）年度末までに、

主に重症心身障害児を支援 

する児童発達支援事業所及び 

放課後等デイサービス事業所

を各市町村に少なくとも 

１箇所以上確保することを 

基本とする。 

児童発達支援

事業所及び放

課後等デイサ

ービス事業所

を１箇所以上 

  

4 

医療的ケア児支援

のための関係機関

の協議の場の設置

及びコーディネー

ターの配置 

協議の場の 

設置 

令和５（2023）年度末までに、

各市町村において、保健、医療、

障害福祉、保育、教育等の関係

機関等が連携を図るための 

協議の場を設けるとともに、医

療的ケア児等に関するコーデ

ィネーターを配置することを

基本とする。 

協議の場の 

設置 

  

コーディネー

ターの配置 

コーディネー

ターの配置 

 

【 目標値設定の理由 】 

1 
本区では、自治体としての規模と療育の現状を踏まえ、児童発達支援センターの必要

数は３箇所と考えています。 

2 国の基本指針に基づき、区の目標値を設定しました。 

3 

重症心身障害のある子どもを主な対象とした事業所については、近隣自治体と連携し

てサービスの利用を希望する方のニーズに応えていくことを想定し、事業所の種別を

限定しない目標設定としました。 

 
第３章 
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4 国の基本指針に基づき、区の目標値を設定しました。 

 

【 目標達成に向けた課題 】 

保育所等訪問支援の効果的な実施体制の整備 

現在は、４箇所の事業所のうち、１箇所を中心として支援を実施している状

況です。今後は、すべての事業所が連携しながら、保育所等訪問支援を必要と

する子どもの支援にあたっていく体制を整備していくことが課題です。 

重症心身障害のある子どもの通所先の確保 

区内には重症心身障害のある子どもを主な対象とした児童発達支援の事業所

が５箇所あり、内３箇所の事業所は放課後等デイサービスも行っている多機能

型事業所です。放課後等デイサービスについては、区内３箇所の事業所で補え

ない場合には、区外の事業所で対応しています。今後、利用者の利便性がさら

に向上するよう、児童発達支援及び放課後等デイサービス双方の通所先を確保

していくことが必要です。 

医療的ケア児の支援体制の整備 

医療的ケア児の支援については、各関係機関がそれぞれの役割を明確にし、

相互に理解し合った上で、目的が共有された統一的な対応をとることが求めら

れます。そのためには、関係機関が円滑に連携することを目的とした仕組みを

構築していくことが必要です。 

 

【 目標達成のための具体的な取組 】 

事業名 該当ページ 

療育機関の整備 障害者施策推進計画（79ページ） 

子ども発達センター事業 障害者施策推進計画（83ページ） 

障害のある子どもが在籍する幼稚園・ 
保育所等への支援 

障害者施策推進計画（80ページ） 

保育所等訪問支援事業所連絡会 障害者施策推進計画（81ページ） 

区内の保育所等訪問支援事業所の代表者が集まり、定期的に開催しています。 

医療的ケア児の支援体制の整備 障害者施策推進計画（70ページ） 
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2 障害児支援給付事業 

 

（１）児童発達支援                 

 

① 児童発達支援 

【 サービス内容 】 

未就学の発達に課題のある子どもや障害のある子どもに、日常生活における

基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練等を行います。 

 

【 １か月あたりの利用者数・利用量の実績と見込み 】 

単位  

第１期計画（実績） 第２期計画（必要量の見込み） 

平成 30 

(2018)年度 

令和元

(2019)年度 

令和２

(2020)年度 

令和３

(2021)年度 

令和４

(2022)年度 

令和５

(2023)年度 

実人数/月

（人） 

見込み 540 540 560 648 648 648 

実績 602 598 613    

延利用日数/

月 

（人日） 

見込み 2,943 2,943 3,052 3,656 3,656 3,656 

実績 3,176 3,256 3,337    

 ※ 令和２（2020）年度の実績値は、実績からの推計値です。 

 

【 現状 】 

第 1 期計画期間中におけるサービス提供量は、見込みを上回りました。 

現在、区では、相談支援体制の充実や５歳児健康診査事業による対象児童の

早期発見により、療育へのニーズが高まっている状況から、令和２（2020）

年 10 月に区内３箇所目となる児童発達支援センター（高砂発達支援センター）

を開設しました。運営については、公募した事業所が行います。 

 

【 サービス必要量の考え方 】 

これまでの実績の伸びとともに、高砂発達支援センターを新たに利用し始め

る児童数を考慮し、必要量を算出しました。 

 

【 確保策 】 

 区内では区立も含め 16 箇所の事業所がサービス提供を行っています。高砂

発達支援センターが開設したことにより、必要量は確保できると見込んでいま

す。 

☛障害者施策推進計画 79 ページ「療育機関の整備」  
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② 医療型児童発達支援 

【 サービス内容 】 

上肢、下肢又は体幹の機能に障害のある子どもに、日常生活における基本的

な動作の指導や集団生活への適応訓練等を行うとともに、理学療法等の訓練や

医療的管理に基づいた支援を行います。 

 

【 １か月あたりの利用者数・利用量の実績と見込み 】 

単位  

第１期計画（実績） 第２期計画（必要量の見込み） 

平成 30 

(2018)年度 

令和元

(2019)年度 

令和２

(2020)年度 

令和３

(2021)年度 

令和４

(2022)年度 

令和５

(2023)年度 

実人数/月

（人） 

見込み 10 10 10 5 5 5 

実績 4 5 5    

延利用日数/

月 

（人日） 

見込み 90 90 90 48 48 48 

実績 36 35 48    

 ※ 令和２（2020）年度の実績値は、実績からの推計値です。 

 

【 現状 】 

第 1 期計画期間中におけるサービス提供量は、見込みを大幅に下回りました。 

重症心身障害のある子どもに対応する児童発達支援事業所が平成 30（2018）

年度に、３箇所開設し、移行した方がいることによるものです。 

 

【 サービス必要量の考え方 】 

これまでの実績をもとに、令和２（2020）年度と同程度で推移するものと

見込みました。 

 

【 確保策 】 

現在、区内にサービスを提供する事業所がないため、利用者は全員が区外の

事業所を利用している状況です。 

区は、引き続き近隣自治体の事業所について広く情報を収集してサービスの

利用を希望する方に提供し、サービスの利用を支援します。 
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③ 居宅訪問型児童発達支援 

【 サービス内容 】 

外出することが著しく困難な重度障害のある子どもの居宅を訪問し、日常生

活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。 

 

【 １か月あたりの利用者数・利用量の実績と見込み 】 

単位  

第１期計画（実績） 第２期計画（必要量の見込み） 

平成 30 

(2018)年度 

令和元

(2019)年度 

令和２

(2020)年度 

令和３

(2021)年度 

令和４

(2022)年度 

令和５

(2023)年度 

実人数/月

（人） 

見込み 0 2 3 1 3 5 

実績 0 0 1    

延利用日数/

月 

（人日） 

見込み 0 16 24 10 18 26 

実績 0 0 10    

※ 令和２（2020）年度の実績値は、実績からの推計値です。 

 

【 現状 】 

平成 30（2018）年４月から新設されたサービスです。区内では、子ども発

達センターにおいて、事業実施に向け検討を進めています。現在の利用者は、

区外の事業所を利用しています。 

 

【 サービス必要量の考え方 】 

これまでの実績とともに、重症心身障害のある子どものうち、障害児通所支

援を利用していない子どもの人数を考慮し、必要量を算出しました。 

 

【 確保策 】 

子ども発達センターを中心として、サービスの提供体制について検討します。

令和４（2022）年度に子ども発達センターでモデル事業を実施し、効果的な

実施方法を検証した上で、令和５（2023）年度に子ども発達センターでサー

ビス提供を開始する予定です。 
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（２）放課後等デイサービス              

 

【 サービス内容 】 

就学している子どもに、授業の終了後又は休業日に生活能力の向上のために

必要な訓練、社会との交流の促進その他の支援を行います。 

 

【 １か月あたりの利用者数・利用量の実績と見込み 】 

単位  

第１期計画（実績） 第２期計画（必要量の見込み） 

平成 30 

(2018)年度 

令和元

(2019)年度 

令和２

(2020)年度 

令和３

(2021)年度 

令和４

(2022)年度 

令和５

(2023)年度 

実人数/月

（人） 

見込み 650 650 650 691 714 738 

実績 627 648 669    

延利用日数/

月 

（人日） 

見込み 6,676 6,676 6,676 7,641 7,771 7,903 

実績 7,265 7,388 7,514    

 ※ 令和２（2020）年度の実績値は、実績からの推計値です。 

 

【 現状 】 

第 1 期計画期間中におけるサービス提供量は、増加傾向で推移しました。 

重度障害にも対応した、事業所の確保が課題となっています。 

 

【 サービス必要量の考え方 】 

これまでの実績の平均的な伸びをもとに、必要量を算出しました。 

 

【 確保策 】 

令和２（2020）年９月１日現在、区内には児童発達支援との多機能型事業

所も含め、34 箇所の事業所があります。事業所間の支援内容やレベルの差が大

きいことが課題になっており、区では、放課後等デイサービス事業所連絡会を

開催して、事業所同士のつながりを作るとともに、支援の質の向上に向けて取

り組んでいます。 

重度障害にも対応した事業所を増やしていく必要があるため、民間事業所と

連携して、サービスの提供体制を整備していきます。 

☛障害者施策推進計画 81 ページ「放課後等デイサービス事業所連絡会」 
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（３）保育所等訪問支援               

 

【 サービス内容 】 

障害のある子どもの通う保育所等に訪問し、集団生活への適応のための専門

的な支援を行います。 

 

【 １か月あたりの利用者数・利用量の実績と見込み 】 

単位  

第１期計画（実績） 第２期計画（必要量の見込み） 

平成 30 

(2018)年度 

令和元

(2019)年度 

令和２

(2020)年度 

令和３

(2021)年度 

令和４

(2022)年度 

令和５

(2023)年度 

実人数/月

（人） 

見込み 27 29 32 24 24 34 

実績 29 13 10    

延利用日数/

月 

（人日） 

見込み 41 45 49 24 24 34 

実績 47 9 6    

 ※ 令和２（2020）年度の実績値は、実績からの推計値です。 

 

【 現状 】 

第 1 期計画期間中におけるサービス提供量は、減少傾向で推移しました。 

これは、これまでの取組の中で、在籍園訪問にシフトしていくことで、より

効果を高めることが確認されたため、令和元（2019）年に拠点型集団支援を

廃止したことによるものです。 

 

【 サービス必要量の考え方 】 

これまでの実績をもとに、子ども発達センターでの実施状況を考慮し、必要

量を算出しました。 

 

【 確保策 】 

必要量は確保できると見込んでいます。 

子どもが多くの時間を過ごす幼稚園・保育所等において安心して過ごすこと

ができるよう、今後とも、必要量の確保に努めます。 

 

（４）障害児入所支援                

 

【 サービス内容 】 

障害児入所施設に入所している子ども又は指定医療機関に入院している障害

のある子どもに対して保護、日常生活の指導及び知識技能の付与を行うととも

に、重症心身障害のある子どもに対して治療を行います。 

障害児入所支援については、東京都がサービスの支給を決定し、児童相談所

において入所する子どもの支援を行っているため、本項目はサービス内容のみ

の記載としました。 
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（５）障害児相談支援                

 

【 サービス内容 】 

子どもの心身の状況や環境、障害児通所支援の利用の意向等を勘案して、支

給決定及び支給決定の変更前に障害児支援利用計画案を作成するとともに、支

給決定後の一定期間ごとに障害児通所支援の利用状況の検証を行い、計画の見

直しを行います。 

 

【 １か月あたりの利用者数の実績と見込み 】 

単位  

第１期計画（実績） 第２期計画（必要量の見込み） 

平成 30 

(2018)年度 

令和元

(2019)年度 

令和２

(2020)年度 

令和３

(2021)年度 

令和４

(2022)年度 

令和５

(2023)年度 

実人数/月

（人） 

見込み 105 116 128 109 115 121 

実績 98 99 104    

 ※ 令和２（2020）年度の実績値は、実績からの推計値です。 

 

【 現状 】 

第 1 期計画期間中におけるサービス利用者数は、見込みを下回ったものの、

増加傾向で推移しました。 

 

【 サービス必要量の考え方 】 

  これまでの実績の伸びをもとに、必要量を算出しました。 

 

【 確保策 】 

令和２（2020）年９月１日現在、区内では 16 箇所の事業所がサービスを

提供していますが、必要量を確保するためには、引き続き相談支援事業所及び

相談支援専門員の数を増やしていくことが必要です。 

また、障害のある子どもの家族等が作成するセルフプランによるサービスの

利用者が比較的多いことや療育ニーズが高まっている現状を考慮すると、見込

量を超える需要が発生する可能性もあります。 

区は引き続き、相談支援事業所及び相談支援専門員の確保に努めるとともに、

民間相談支援事業所への運営費の助成などにより相談支援事業所における利用

計画の作成を支援します。 

☛障害者施策推進計画 58 ページ「相談支援事業所運営費等助成」 
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葛飾区障害者施策推進計画の 

見直しにあたって 
 

１ 計画策定の背景と見直しの趣旨 

 

近年、障害のある方の高齢化と障害の重度化が進む中で、障害福祉のニーズはますま

す複雑多様化しており、すべての障害のある方が、地域で安心して生活できるまちづ

くりが求められています。また、障害者基本法の理念にのっとり、障害の有無によって

分け隔てられることなく、障害のある方もない方も相互に人格と個性を尊重し合い、

ともに支えあいながら暮らすことができる地域共生社会の実現が求められています。 

国は、平成 25（2013）年４月に障害者自立支援法を改正し、障害の定義に難病等

を追加し、地域社会における共生の実現に向けて、障害のある方の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するため、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律」（以下「障害者総合支援法」という。）を施行しました。平成 28（2016）

年５月には、障害福祉サービス及び障害児通所支援の拡充等を内容とする「障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正す

る法律」が成立し、障害のある方の望む地域生活の支援の充実や障害のある子どもへ

の支援ニーズの多様化に対しきめ細かな対応等を図ることとしています。 

また、平成 26（2014）年 1 月には「障害者の権利に関する条約」に批准し、平成

28（2016）年４月に、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と

個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を

推進することを目的とした「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（以下

「障害者差別解消法」という。）及び雇用の分野における障害のある方に対する差別の

禁止及び障害のある方が職場で働くにあたっての支障を改善するための措置（合理的

配慮の提供義務）を定める「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法

律」が施行されています。 

本区では、平成 24（2012）年３月に策定した「葛飾区障害者施策推進計画」（以

下「障害者施策推進計画」という。）の計画期間が平成 29（2017）年度をもって終

了することから、本区の障害者施策を引き続き計画的に推進していくため、新たに平

成 30（2018）年度を初年度とした障害者施策推進計画を策定しました。 

策定から３年が経過し、障害福祉計画及び障害児福祉計画が新たに策定されること

から、平成 30（2018）年３月策定時の現行計画の基本理念、基本目標や施策の体系

をそのままに、各計画の策定内容や社会情勢の変化等を踏まえ、施策の一部を見直し

ました。また、各施策に関する取組における、令和３（2021）年度から令和５（2023）

年度の目標値につきましても、これまでの経過を踏まえ見直しを行いました。 

 

 
第４章 
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◆法令（計画策定の背景） 

 

（１）障害者総合支援法               
 

平成 25（2013）年４月に、従来の障害者自立支援法が障害者総合支援法に改正さ

れ、障害者の範囲に難病患者が加えられ、症状の変動などにより身体障害者手帳の取

得はできないが一定の障害がある方に対して、障害福祉サービスを提供できるように

なったほか、ケアホームのグループホームへの一元化、重度訪問介護の対象拡大など

が定められました。 

また、平成 30（2018）年４月からは、地域生活の支援として新たに「自立生活援

助」や「就労定着支援」等のサービスが追加されることになりました。 

 

（２）児童福祉法                  

 

平成 28（2016）年６月の児童福祉法の改正により、平成 30（2018）年度から

障害のある児童のサービスに係る提供体制の計画的な構築を推進するため、「障害児福

祉計画」を策定することになりました。 

 

（３）障害者優先調達推進法             

 

平成 25（2013）年４月に「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推

進等に関する法律」（以下「障害者優先調達推進法」という。）が施行されました。 

公的機関は、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等からの優先的・積極的

な購入を推進することにより、障害のある方の自立の促進に資することとされていま

す。  

 

（４）障害者差別解消法               

 

平成 26（2014）年１月の「障害者の権利に関する条約」の批准に先立ち、障害の

ある方への差別の解消を推進するため、平成 25（2013）年６月に障害者差別解消法

が成立し、平成 28（2016）年４月に施行されました。 

障害を理由とする差別等の権利侵害行為を禁止するとともに、障害のある方から社

会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合には、その実施に向け

て必要かつ合理的な配慮をすることが義務付けられています。 

 

（５）障害者雇用促進法               

 

平成 25（2013）年 6 月に「障害者の雇用の促進等に関する法律」（以下「障害者

雇用促進法」という。）が改正され、平成 28（2016）年４月から雇用分野における

障害のある方への差別を禁止するとともに、事業主に対し合理的配慮の提供を義務づ
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けました。また、平成 30（2018）年４月から法定雇用率の算定基礎に精神障害のあ

る方を加えることが規定されました。 

 

（６）成年後見制度利用促進法            

 

平成 28（2016）年５月に「成年後見制度の利用の促進に関する法律」（以下「成

年後見制度利用促進法」という。）が施行されました。 

地域住民の需要に応じた成年後見制度の利用の促進、地域における成年後見人等と

なる人材の確保、関係機関等における体制の充実・強化などが規定されました。 

 

（７）発達障害者支援法               

 

平成 28（2016）年８月に「発達障害者支援法」が改正され、発達障害のある方へ

の支援の一層の充実を図るため、自治体は、発達障害のある方に対し、ライフステージ

を通じた切れ目のない支援を行うことなどが規定されました。 

 

（８）難病の患者に対する医療等に関する法律     

  

医療の進歩や患者及びその家族のニーズの多様化、社会・経済状況の変化に伴い、

「難病の患者に対する医療等に関する法律」が、平成 27（2015）年１月に施行され

ました。 

難病の患者に対する医療費助成に関して、これまでは法律に基づかない予算事業と

して実施していたものを、法定化することにより公平かつ安定的な制度として確立し、

基本方針の策定、調査及び研究の推進、療養生活環境整備事業を行うことなどが規定

されました。 

 

（９）精神保健福祉法                

 

平成 25（2013）年６月の「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」（以下「精

神保健福祉法」という。）の一部改正では、精神障害のある方の地域生活への移行を促

進するため、精神障害のある方の医療に関する指針の策定、保護者制度の廃止、医療保

護入院における入院手続等が見直されました。 
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２ 計画の期間 

 

障害者施策推進計画は、平成 30（2018）年度から令和 5（2023）年度までの６

年間を計画期間としています。障害福祉計画及び障害児福祉計画の策定に合わせて所

要の見直しを行いました。 

 

 

３ 計画の位置付け 

 

障害者施策推進計画は、本区の障害者施策を総合的かつ計画的に推進するための基

本計画であり、区民、関係機関・団体、事業者、区（行政）が、それぞれに自主的かつ

積極的な活動を行うための指針となる計画で、障害者基本法第 11 条第３項に基づく

「市町村障害者計画」として位置付けています。 

策定にあたっては、東京都障害者計画、東京都障害福祉計画及び東京都障害児福祉計

画並びに葛飾区基本計画及び同実施計画における障害者施策との整合性を図りました。 

 

 

４ 計画の対象 

 

本計画では、手帳の有無にかかわらず、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、

高次脳機能障害、難病等があるために日常生活又は社会生活を営む上で何らかの制限

を受ける方や不自由な状態にある方を計画の対象とします。 

 

 

５ 計画の推進体制 

 

障害者施策推進計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画を着実に推進していくため

に、障害者関係団体・事業者の代表者等で構成する「葛飾区障害者施策推進協議会」を

年２回程度開催し、重点的な取組の進捗状況やサービス提供量の実績等について報告、

協議します。 
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現状とニーズ 
 

１ 区の障害者を取り巻く現状 

 

（１）人口                     
葛飾区の人口は近年微増傾向にあり、令和 2（2020）年には 465,079 人と、平

成 26（2014）年に比べ、約 1.04 倍となっています。 

人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）障害者手帳所持者数              

障害者手帳所持者数は、身体障害者手帳所持者については平成 26（2014）年度ま

では年々増加していましたが、その後減少に転じました。平成 26（2014）年と比較

すると、身体障害者手帳所持者数が約 0.95 倍、愛の手帳（他自治体療育手帳を含む。）

所持者数が約 1.21 倍、精神障害者保健福祉手帳所持者数が約 1.63 倍となっていま

す。 

障害者手帳所持者数の推移  

 
第5 章 
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身体障害者手帳所持者数の内訳をみると、肢体不自由が最も多く 6,495 人

（45.9％）、次いで内部障害が 5,051 人（35.7％）となっています。 

また、等級別の推移をみると、5 級及び６級が増加傾向にあります。 

 

 

身体障害者手帳所持者（手帳の種類・等級別） 

単位：人  

障害の種類対象 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 合計 

肢体不自由 1,240  1,295  1,253  1,811  597  299  6,495  

運動機能障害 48  16  3  2  2  1  72  

視覚障害 301  312  65  92  160  58  988  

聴覚・平衡機能障害 72  391  156  262  3  471  1,355  

音声・言語・ 
そしゃく機能障害 0  8  111  57      176  

内部障害 3,358  92  580  1,021      5,051  

合計 5,019  2,114  2,168  3,245  762  829  14,137  
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愛の手帳の所持者数の内訳をみると、４度が 1,796 人と、手帳所持者数の 51.0％

を占めています。 

また、判定別の推移をみると、４度の伸び率が高くなっています。 

 

 

愛の手帳（手帳の判定別）、他自治体の療育手帳所持者 

単位：人  

 

 

 

 

 

 

  

 １度 ２度 ３度 ４度 合計 

令和 2（2020）年 102 796 826 1,796 3,520 

構成比 2.9％ 22.6％ 23.5％ 51.0％ 100％ 
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精神障害者保健福祉手帳の所持者数の内訳をみると、２級が 2,136 人、３級が

2,000 人と、合わせると手帳所持者数の 95.4%を占めています。 

また、等級別の推移をみると、３級の伸び率が高くなっています。 

 

精神障害者保健福祉手帳所持者（手帳の等級別） 

 

単位：人  

  １級 ２級 ３級 合計 

令和 2（2020）年 200 2,136 2,000 4,336 

構成比 4.6％ 49.3％ 46.1％ 100％ 
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（３）障害福祉サービス等の利用状況         
 

障害福祉サービス等支給決定者数 

単位：人  

 身体 知的 精神 難病 児童 合計 

１ 訪問系サービス 

居宅介護 532 269 77 4 59 941 

重度訪問介護 3 0 0 0 0 3 

同行援護 231 0 0 0 1 232 

行動援護 0 7 0 0 0 7 

２ 日中活動系サービス 

生活介護 123 764 4 0 0 891 

自立訓練（機能訓練） 40 0 0 0 0 40 

自立訓練（生活訓練） 4 21 71 0 0 96 

宿泊型自立訓練 6 14 4 0 0 24 

就労移行支援 17 52 142 2 0 213 

就労継続支援Ａ型 23 71 60 0 0 154 

就労継続支援Ｂ型 36 445 289 0 0 770 

就労定着支援 0 31 41 0 0 72 

療養介護 33 3 0 0 0 36 

短期入所 

（ショートステイ） 
99 633 18 0 145 895 

３ 居住系サービス 

自立生活援助 0 1 1 0 0 2 

共同生活援助 

（グループホーム） 
4 373 133 0 0 510 

施設入所支援 46 285 0 0 0 331 

４ 相談支援 

計画相談支援 273 1,405 676 6 114 2,474 

地域移行支援 0 1 6 0 0 7 

地域定着支援 0 1 4 0 0 5 

合計 1,470 4,376 1,526 12 319 7,703 

 

障害児通所支援等支給決定者数 

単位：人 

 児童 

児童発達支援 488 

放課後等デイサービス 659 

保育所等訪問支援 5 

障害児相談支援 827 

合計 1,979 

資料：庁内資料（令和２（2020）年４月１日現在） 
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２ 障害者意向等調査 

 
障害者意向等調査は、障害者施策推進計画等を策定するにあたり、区内在住の障害

のある方の日常生活や保健福祉サービスなどに関する要望・意見を把握し、区におけ

る総合的、効果的な障害者施策を構築するための基礎資料を得ることを目的として実

施しました。 

 

【 調査対象者及び対象者数 】 

区内に住所がある、身体障害者手帳所持者、愛の手帳所持者、精神障害者保健福祉

手帳又は自立支援医療受給者証（精神通院）の所持者、特定医療費（指定難病）受給

者証の所持者から無作為に抽出し、対象としました。 

障害の種類 対象 対象者数 有効回収数 有効回収率 

身体障害者 身体障害者手帳所持者 1,500 人 987 65.8％ 

知的障害者 愛の手帳所持者 300 人 215 71.7％ 

精神障害者 
精神障害者保健福祉手帳又は自立支援医療

受給者証（精神通院）の所持者 
700 人 421 60.1％ 

難病患者 特定医療費（指定難病）受給者証の所持者 300 人 211 70.3％ 

 

 

【 調査期間 】 

平成 28（2016）年８月１日（月）～８月 26 日（金） 

 

 

【 調査方法 】 

郵送配布・郵送回収 
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３ 障害者団体ヒアリング 

 
障害者団体ヒアリングは、障害者意向等調査に加えて区内の障害者団体からヒアリ

ングを行うことにより、区における効果的な障害者施策を構築するための基礎資料を

得ることを目的として実施しました。 

【 ヒアリング対象団体 】（11 団体） 

・ 葛飾区障害者福祉連合会 

・ 葛飾区視覚障害者福祉協会 

・ 葛飾区聴力障害者協会 

・ 葛飾区肢体不自由児者父母の会 

・ 葛飾区地域腎友会 

・ 葛飾・江戸川三校連絡会（東京都立葛飾特別支援学校ＰＴＡ、東京都立水元特別

支援学校ＰＴＡ、東京都立鹿本学園ＰＴＡ） 

・ 東京都立よつぎ療育園保護者会 

・ 葛飾区手をつなぐ親の会 

・ 精神障害者家族会 葛飾たんぽぽ会 

・ 高次脳機能障害者 家族会 かつしか 

・ 葛飾パーキンソン病友の会 げんき会 

 

 

【 ヒアリング期間 】 

平成 28（2016）年９月 16 日（金）～11 月４日（金） 

 

 

【 ヒアリング内容 】 

・ 日常生活や社会参加をする上で困っていることについて 

・ 将来、不安に感じていることについて 

・ 区の福祉サービスや支援に対して要望すること 

・ その他区の施策に対して要望すること 

・ 災害時における避難等の援護について 

・ 障害や病気を理由として不当に差別を受けたと感じたことについて 

・ 日常生活や社会生活を送る上で、生活しづらい原因となる障壁（バリア）が取り

除かれたと感じたことについて 
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葛飾区障害者施策推進計画の 

基本的な考え方 
 

１ 計画の基本理念及び基本目標 

 

基本理念 

 

一人ひとりが持つ可能性や能力を十分に発揮し、 

自立した生活を営み、地域社会の中でともに支えあう 

一員として、いきいきと輝けるようにします。 
 

 

基本目標 

１ 自立生活支援 

 

自分らしい生き方を自ら選択、決定し、自立した 

生活を営むことができるように支援していきます。 

 

２ 就労支援 

 

一人ひとりが持つ可能性や能力を十分に発揮し、 

いきいきと働き続けられるように支援していきます。 

 

３ 育成支援 

 

地域の中ですべての子どもたちが健やかに育ち、 

豊かな人間力を育めるように支援していきます。 

 

４ 地域で支えあうまちづくり 

 

障害のある人もない人も地域の中でともに支えあい、 

安心していきいきと暮らせるまちにしていきます。 

  

 
第６章 
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２ 施策の体系 

〔基本理念〕 〔基本目標〕 〔基本施策〕 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）相談体制の充実 

（２）社会参加の支援 

（３）社会資源の充実 

（４）生活支援 

（５）保健・医療支援 

（６）権利擁護 

 
 

１ 自立生活支援 

一
人
ひ
と
り
が
持
つ
可
能
性
や
能
力
を
十
分
に
発
揮
し
、
自
立
し
た
生
活
を
営
み
、 

地
域
社
会
の
中
で
と
も
に
支
え
あ
う
一
員
と
し
て
、
い
き
い
き
と
輝
け
る
よ
う
に
し
ま
す
。 

（１）障害への理解と交流 

（２）地域支援体制の整備 

（３）ユニバーサルデザインのまちづくり 

（４）防災対策の充実 

 
 

４ 地域で支えあう

まちづくり 

（１）障害児サービスの充実 

（３）特別支援教育の推進 

（２）早期療育の充実 

（１）一般就労への支援 

（２）福祉的就労への支援 

 
 

２ 就労支援 

 
 

３ 育成支援 
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施策の展開 
 

１ 自立生活支援 

 

（１）相談体制の充実                

 

【 これまでの主な取組と成果 】 

○ 区と特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所（以下「相談支援事業所」という。）

との連携組織である相談支援部会及び分科会を定期的に開催し、相談支援事業所の

連携の促進及び相談支援専門員による支援内容の向上を図りました。 

○ 区のウェルピアかつしか、保健所、保健センター、子ども総合センター、障害者手

帳の担当部署、民間の相談支援事業所及び地域活動支援センターの相談機関におい

て、相談支援の充実に努めました。 

○ 平成 27（2015）年度から、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づきすべてのサ

ービス利用にあたってサービス等利用計画又は障害児支援利用計画（以下「利用計

画」という。）の作成が必須となったことから、民間の相談支援事業所における利用

計画の作成を促進するため、運営費の助成や相談支援専門員養成研修受講料助成を

実施しました。 

○ 平成 27（2015）年４月に、あらゆる健康に関する不安や相談を電話で幅広く受け

付ける健康相談窓口を開設しました。 

 

【 今後取り組むべき課題 】 

相談支援を担当する窓口では、身体障害と精神疾患を併せ持つ方からの相談や、高次

脳機能障害や発達障害などの専門的な知識が求められる障害に関する相談が増えてい

ます。このような多様な障害に関する相談に対して適切に対応していくためには、地

域の相談支援の拠点として総合的な相談業務を実施することができる基幹相談支援セ

ンターを含む相談体制の整備について検討することが必要です。 

また、障害の多様化に伴い、在宅で生活する障害のある方への支援は多岐にわたって

おり、個々の支援の状況や家族の状況等を的確に把握し、個々の支援ニーズに合わせ

た居宅サービスや施設利用を組み合わせることにより、障害のある方の在宅生活をよ

り適切に支援していくことが必要です。 

 そのためには、障害のある方に対して、利用計画の作成からサービスの支給、サービ

ス利用後のモニタリングに至るケアマネジメントを確実に実施していくことが不可欠

であり、相談機関と支給決定機関の連携の強化を図るとともに、相談支援事業所にお

ける支援の質についてもより一層向上させていくことが必要です。 

 
第7 章 
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【 今後の方向性 】 

多様な障害に対応できる相談支援体制の充実、質の向上 

・ 多様な障害に関する相談に対して適切に対応するため、区と民間の相談機関が各々

の専門性を発揮するとともに、相互に連携して、障害のある方や家族が安心して相

談できる相談支援体制を構築します。 

・ 区と民間の相談機関は、ライフステージに応じて、教育機関や医療機関などの関係

機関との連携を図り、障害のある方の生涯に寄り添う支援を行います。 

・ 地域の相談支援の拠点として総合的な相談業務を実施することができる基幹相談支

援センターを含む相談体制の整備について検討します。 

計画相談支援、障害児相談支援によるケアマネジメントの充実 

・ 相談支援事業所において、多様化、個別化する支援ニーズに的確に対応するため、障

害のある方や家族の意向・状況等を丁寧に把握して利用計画を作成します。 

・ 相談支援専門員研修会を通して、計画相談支援及び障害児相談支援の質の向上と人

材の育成を行います。 
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【 施策に関する取組 】 

重点的な取組 

 

取組内容、目標値 担当 

相談支援体制の充実 

障害福祉課 

障害者施設課 

保健予防課 

保健センター 

子ども家庭支援課 

・多様な障害に関する相談や発達に課題のある子どもに関する相談に対
して適切に対応していくため、ウェルピアかつしか、保健所、保健セン
ター、子ども総合センター、障害者手帳の担当部署の区の相談機関と地
域の相談機関が各々の専門性を発揮するとともに、相互に連携して取り
組みます。 

・相談支援事業所では、障害のある方や家族との相談を通して意向・状況
等を丁寧に把握して利用計画案を作成し、区では、利用計画案が障害の
ある方や家族のニーズに合った内容となっているか審査することで、相
互に連携して障害のある方や家族の多様化、個別化する支援ニーズに対
応できる利用計画を作成します。 

・障害のある方からの総合的な相談に対応できる窓口を設け、併せて地域
の相談支援事業所とのネットワークを強化していくために、基幹相談支
援センターを含む相談体制の整備について検討します。 

・精神疾患の早期発見と治療及び治療継続のため、保健所・保健センター
における精神保健に関する相談体制を充実させます。 

・新たに診断された難病患者や療養上の不安を抱える方に対して、難病医
療費公費負担申請時等あらゆる機会を通して相談支援を行います。 

・複雑で対応困難な相談について、適切な対応ができるように、医療、保
健、福祉の分野が連携できる体制を充実させます。 

【事業目標】相談支援体制の充実 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

令和２ 

（2020）年度 

令和３ 

（2021）年度 

令和４ 

（2022）年度 

令和５ 

（2023）年度 

検討 実施 実施 実施 実施 実施 

相談支援の質の向上 

障害福祉課 

障害者施設課 

保健予防課 

保健センター 

・障害のある方が在宅生活を送る上で十分な支援を受けることができる
よう、サービス事業者との連携、サービス利用の調整等を充実させま
す。 

・区内相談支援事業所と協働して開催する相談支援専門員研修会を通し
て事業者支援を行い、人材の育成と計画相談支援及び障害児相談支援
の質の向上を図ります。 

【事業目標】相談支援専門員研修会の年間受講者数（延べ 3,600 人） 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

令和２ 

（2020）年度 

令和３ 

（2021）年度 

令和４ 

（2022）年度 

令和５ 

（2023）年度 

600 人 600 人 600 人 600 人 600 人 600 人 

精神障害に対応した地域包括ケアシステムの構築 
（取組内容は 69 ページに掲載） 

保健予防課 

保健センター 

 

 

 

 

 

57



その他の取組 

 

取組内容 担当 

身体障害者手帳の交付及び更新相談 障害福祉課 

愛の手帳の交付及び更新相談 障害福祉課 

精神障害者保健福祉手帳の交付及び更新相談 
保健予防課 

保健センター 

精神保健相談 
保健予防課 

保健センター 

難病相談 
保健予防課 

保健センター 

発達障害のある方の相談 
発達に課題のある子どもの相談 

障害福祉課 

障害者施設課 

保健予防課 

保健センター 

子ども家庭支援課 

学校教育支援担当課 

健康相談窓口 地域保健課 

相談支援事業所運営費等助成 障害福祉課 

 

 

障害福祉計画・障害児福祉計画に掲載する関連事業 

 

事業名 該当ページ 

自立生活援助 障害福祉計画（22ページ） 

計画相談支援 障害福祉計画（25ページ） 

地域移行支援 障害福祉計画（26ページ） 

地域定着支援 障害福祉計画（26ページ） 

相談支援事業（地域生活支援事業） 障害福祉計画（28ページ） 

障害児相談支援 障害児福祉計画（41ページ） 
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（2）社会参加の支援                

 

【 これまでの主な取組と成果 】 

○ 障害のある方が運動やスポーツに安心して参加できる環境づくりのため、初級障害

者スポーツ指導員の養成講習会を実施し、葛飾区認定障害者スポーツ指導員として

障害者スポーツ事業や地域活動への支援を行いました。 

○ 養成した葛飾区認定障害者スポーツ指導員を活用して、障害者スポーツ教室や夏の

短期障害者水泳教室事業を実施し、福祉作業所などに就労する障害のある方などへ

の運動機会を提供しました。また、総合スポーツセンター温水プール（奥戸・水元）

で水泳教室、障害者専用コースによる温水プール一般開放事業などを開催し定期的

な運動参加の機会の拡充を図りました。 

○ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の気運醸成を図るため、パラリ

ンピック競技である「ボッチャ」について、指導員や愛好者の育成を通して普及を

推進し、障害のある方もない方も同じルールの下でともにレクリエーションとして

楽しむ機会の拡充を図りました。 

○ 葛飾区立図書館では、活字での読書が困難な方が、図書資料を利用し、読書や情報

入手ができるよう、音訳図書及び点字図書の貸出し等を行うとともに、音訳資料（デ

イジー図書）や点訳資料の作成を行いました。また、対面朗読等で活動する音訳者

の養成講座や点字資料の作成等を行う点訳者のスキルアップのための講座を実施し

ました。 

○ 区内５箇所の地域活動支援センターでは、地域で生活する障害のある方の社会参加

や余暇活動の充実につながる事業を実施しました。 

○ 平成 31（2019）年４月に、すべての区民が障害の有無にかかわらず、相互に人格

及び個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、「葛飾区手話及び障害の

特性に応じた多様なコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例」を施行し

ました。 

 

【 今後取り組むべき課題 】 

スポーツや文化、レクリエーション活動は、障害のある方の生きがいにつながるとと

もに、活動を通して地域におけるさまざまな交流機会にもつながります。 

しかし、障害者意向等調査では、趣味や学習、スポーツ、社会活動などの活動は、「特

にない」という回答が身体障害者調査で約５割、知的障害者調査で３割以上、精神障害

者調査で４割以上、難病患者調査で約４割となっています。 

障害のある方が地域の中でいきいきと生活していくためにも、障害のある方の社会

参加や生きがいづくりを支援していくことが必要です。 

 

【 今後の方向性 】 

社会参加促進に向けた支援の充実 

・ 区や民間団体が実施する事業やイベントを通して、地域住民などに対し、障害のあ

る方とのかかわり方や障害への理解を深めるよう働きかけ、さまざまな障害のある
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方が自ら望む活動に積極的に参加できる環境づくりを進めます。 

・ 障害のある方が自ら望む活動を支援するため、手話通訳者の派遣や音訳者・点訳者

等の育成などを行います。 

・ 障害のある方のより円滑な社会参加を実現するため、引き続き新たなコミュニケー

ションツールの導入について検討します。 

・ 地域活動支援センターにおいて、障害のある方が社会参加していくためのプログラ

ムを提供します。 

・ 医療的ケアを必要とする重症心身障害のある方の生涯学習活動について、保護者団

体からの聞き取り等を行うことで具体的なニーズを把握してまいります。 

障害者スポーツの推進 

・ 障害の有無にかかわらず運動やスポーツへの参加機会の促進を図るため、自主的に

安心して運動やスポーツに取り組むための環境づくりとして、支援者育成や組織づ

くりを進めます。 

・ 障害者スポーツ指導員の育成とネットワークづくりを行います。 

・ 身近な場所で運動体験ができる環境づくりを進めます。 

・ ユニバーサルデザインに配慮した情報提供を図ります。 

・ パラリンピック競技「ボッチャ」の認知度向上を図るとともにスポーツ愛好者を増

やし、ユニバーサルスポーツの普及・発展を図ります。 

 

 

【 施策に関する取組 】 

重点的な取組 

 

取組内容、目標値 担当 

障害者スポーツの推進 

生涯スポーツ課 

・障害者が自主的に安心してスポーツ活動に取り組めるよう、障害者スポーツ指

導員の養成及び年間を通して定期的に教室を開催して指導員の活動の場を提

供します。 

・パラリンピックの公式種目である「ボッチャ」の普及推進を行うなど、東京 2020

オリンピック・パラリンピック競技大会の気運醸成を図るとともにパラリンピ

ック競技の認知度向上を図り、各種ユニバーサルスポーツの普及・発展を推進

します。 

【事業目標】障害者対象スポーツ事業の参加者（延べ 6,750 人） 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

令和２ 

（2020）年度 

令和３ 

（2021）年度 

令和４ 

（2022）年度 

令和５ 

（2023）年度 

1,000 人 1,050 人 1,100 人 1,150 人 1,200 人 1,250 人 
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その他の取組 

 

取組内容 担当 

コミュニケーション手段利用促進 障害福祉課 

音訳者・点訳者等の育成 中央図書館 

手話通訳者・要約筆記者の派遣 障害福祉課 

障害者週間行事 障害者施設課 

バス借上等社会参加促進経費助成 障害福祉課 

地域活動支援センターにおける社会参加・余暇活動支援 
障害者施設課 

保健予防課 

バリアフリーコンサート 文化国際課 

出前教室 生涯学習課 

かつしか教室 生涯学習課 

磁気ループの貸出し 障害者施設課 

 

障害福祉計画・障害児福祉計画に掲載する関連事業 

 

事業名 該当ページ 

意思疎通支援事業 障害福祉計画（30ページ） 

地域活動支援センター事業 障害福祉計画（32ページ） 
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（3）社会資源の充実                

 

【 これまでの主な取組と成果 】 

○ 平成 26（2014）年４月に、区が区有地を無償貸与して整備法人を公募し、整備支

援を行った障害者通所施設「やすらぎリバーシティ」が開設しました。 

○ 平成 30（2018）年度開設の地域生活支援型入所施設「パランしょうぶ」を整備す

る社会福祉法人に対し、整備費の一部を助成して整備支援を行いました。 

 

【 今後取り組むべき課題 】 

障害のある方の高齢化と障害の重度化が進む中で、障害のある方が障害の種別や程

度にかかわらずいつまでも住み慣れた地域で生活していけるよう、親亡き後の支援体

制も含めた社会資源の量的・質的な充実を図っていくことが必要です。 

現在、区では住まいの場として重度障害のある方のグループホームの整備の促進が

求められていますが、消防法施行令の改正による消防設備の設置の義務化やバリアフ

リー設備の設置による整備費の高騰などのため、民間事業者による整備が進みづらい

状況にあり、整備促進に向けて、支援策を検討していくことが必要です。 

また、水元小合学園の肢体不自由教育部門の開設により、知的障害と身体障害の重複

障害のある方を受け入れる生活介護事業所などの日中活動の場についても、今後不足

することが見込まれています。特に、医療的ケアが必要な方の日中活動の場の不足に

ついては、今後対応を検討していくことが必要です。 

精神障害のある方の地域移行を進めるために、医療機関や民間事業者と連携した地

域精神保健医療福祉の一体的な取組のもと、グループホームや地域生活支援拠点の整

備・運営を行っていくことが必要です。 

 

【 今後の方向性 】 

地域生活を支援するための社会資源の充実 

・ 障害のある方が障害の種別や程度にかかわらず住み慣れた地域で生活していくため

に必要な社会資源について、必要量に合わせて整備の促進を図ります。 

・ 地域で生活する障害のある方の緊急時の対応や相談支援等を行う地域生活支援拠点

の整備を進めます。 

日中活動の場の確保 

・ 特別支援学校の卒業生等、施設における日中活動を希望するすべての障害のある方

に日中活動の場を提供することを目指して、必要量に合わせて施設整備の促進を図

ります。  
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【 施策に関する取組 】 

重点的な取組 

 

取組内容、目標値 担当 

グループホームの整備・運営支援 

障害福祉課 

保健予防課 

・施設入所者の地域移行を促進するため、社会福祉法人等に対し、区内にグルー

プホームの整備を促します。 

・重度障害のある方の地域生活を支援するため、重度障害のある方のグループホ

ームの整備を行う社会福祉法人等に対して整備費の一部を助成します。 

・地域での生活が困難な精神障害のある方に居住の場を提供するとともに日常生

活に必要な援助等を行う通過型グループホームや、精神科病院に入院中から生

活力をアセスメントするための体験宿泊ができるグループホームを整備する

ため、社会福祉法人等に対し整備費の一部を助成することを検討します。 

【事業目標】グループホームの整備支援（延べ６箇所） 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

令和２ 

（2020）年度 

令和３ 

（2021）年度 

令和４ 

（2022）年度 

令和５ 

（2023）年度 

１箇所 １箇所 １箇所 １箇所 １箇所 １箇所 

地域生活支援拠点の整備 

障害福祉課 

保健予防課 

・障害のある方の地域生活を支援するため、地域生活支援型入所施設や既存の通

所施設、グループホーム等の連携による地域生活支援拠点の整備について検討

します。 

【事業目標】地域生活支援拠点の整備 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

令和２ 

（2020）年度 

令和３ 

（2021）年度 

令和４ 

（2022）年度 

令和５ 

（2023）年度 

検討 整備(知的) 検討 検討 検討 整備 

障害者通所施設の整備支援 

障害福祉課 

保健予防課 

・特別支援学校の卒業生等の日中活動を支援するため、また、障害のある方の社

会参加や就労を支援するため、必要量に合わせて施設整備を支援します。 

・たんの吸引や経管栄養等の医療的ケアを必要とする障害のある方への対応が必

要であることから、医療的ケアを必要とする重症心身障害のある方を対象とす

る通所施設の整備支援を検討します。 

【事業目標】障害者通所施設の整備（延べ１箇所） 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

令和２ 

（2020）年度 

令和３ 

（2021）年度 

令和４ 

（2022）年度 

令和５ 

（2023）年度 

 １箇所     
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その他の取組 

 

取組内容 担当 

短期入所先の確保 
障害福祉課 

保健予防課 

障害のある高齢な方の日中活動の場の検討 
障害福祉課 

保健予防課 

障害者地域生活移行・定着化支援費助成 障害福祉課 

福祉施設の人材育成支援 
障害福祉課 

障害者施設課 

福祉施設の運営支援 
障害福祉課 

障害者施設課 

保健予防課 

 

障害福祉計画・障害児福祉計画に掲載する関連事業 

 

事業名 該当ページ 

生活介護 障害福祉計画（13ページ） 

短期入所（ショートステイ） 障害福祉計画（21ページ） 

共同生活援助（グループホーム） 障害福祉計画（23ページ） 

施設入所支援 障害福祉計画（24ページ） 

地域活動支援センター事業 障害福祉計画（32ページ） 
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（4）生活支援                   

 

【 これまでの主な取組と成果 】 

○ 平成 27（2015）年度から、重症心身障害のある方の介護者の負担を軽減するため、

「重症心身障害児（者）在宅レスパイト事業」を開始しました。また、平成 30（2018）

年度には、医療的ケア児等にも対象を拡大しました。（「重症心身障害児（者）等在

宅レスパイト事業」へ名称を変更。） 

○ 自立支援医療制度の適切な利用支援により、心身の障害の軽減を図りました。 

○ 各種障害者手当・難病患者福祉手当の支給により、支給対象者を経済的に支援しま

した。 

 

【 今後取り組むべき課題 】 

障害のある方が住み慣れた地域で自立した生活を送るために、障害の種別や生活環

境、個々のニーズ等に応じたきめ細かな支援が求められています。 

また、介護サービス等の充実により、障害のある方を自宅等で介護している方の負担

を軽減していくことが必要です。 

 

【 今後の方向性 】 

自立した生活を支えるサービスの充実 

・ 障害のある方が地域で自立して生活することができるよう、日常生活を支えるサー

ビスの提供を行います。 

家族の介護負担の軽減 

・ 介護サービス等の充実により、障害のある方を介護している家族等の負担の軽減を

図ります。 

・ 「重症心身障害児（者）等在宅レスパイト事業」については、重症心身障害のある方

等を介護している家族等の負担を軽減するため、今後とも利用拡大策について検討

します。 
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【 施策に関する取組 】 

主な取組 

 

取組内容 担当 

施設利用者負担軽減策の実施 障害福祉課 

身体障害者住宅設備改善費の給付 障害福祉課 

自動車運転免許取得費助成 障害福祉課 

自動車改造費助成 障害福祉課 

心身障害者寝具乾燥消毒委託 障害福祉課 

心身障害者出張理美容事業 障害福祉課 

心身障害者紙おむつ支給・使用料助成 障害福祉課 

心身障害者配食サービス事業委託 障害福祉課 

心身障害者巡回入浴サービス委託 障害福祉課 

重度脳性麻痺者介護人派遣 障害福祉課 

見守り型緊急通報システム事業 障害福祉課 

心身障害者（児）緊急一時保護委託 障害福祉課 

重症心身障害児（者）等在宅レスパイト事業 障害福祉課 

精神障害者家族教室 
保健予防課 

保健センター 

難病患者等居宅生活支援事業 
保健予防課 

保健センター 

高齢者等訪問収集 清掃事務所 

家賃債務保証制度利用助成 住環境整備課 

自立支援医療 

障害福祉課 

保健予防課 

保健センター 

子ども家庭支援課 

重度心身障害者（児）手当の支給 障害福祉課 

心身障害者福祉手当の支給 
障害福祉課 

保健予防課 

心身障害者手当国制度分の支給 障害福祉課 

重度心身障害者特別給付金の支給 障害福祉課 

難病患者福祉手当の支給 
保健予防課 

保健センター 

心身障害者医療費助成 
障害福祉課 

保健予防課 

難病等医療費助成 
保健予防課 

保健センター 
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障害福祉計画・障害児福祉計画に掲載する関連事業 

 

事業名 該当ページ 

居宅介護 障害福祉計画（11ページ） 

重度訪問介護 障害福祉計画（11ページ） 

同行援護 障害福祉計画（11ページ） 

行動援護 障害福祉計画（11ページ） 

重度障害者等包括支援 障害福祉計画（11ページ） 

生活介護 障害福祉計画（13ページ） 

療養介護 障害福祉計画（20ページ） 

短期入所（ショートステイ） 障害福祉計画（21ページ） 

自立生活援助 障害福祉計画（22ページ） 

日常生活用具給付等事業 障害福祉計画（31ページ） 

移動支援事業 障害福祉計画（32ページ） 

その他の事業 障害福祉計画（33ページ） 
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（5）保健・医療支援                

 

【 これまでの主な取組と成果 】 

○保健所・保健センターにおいて、うつ病や発達障害、引きこもり等の精神保健の相談

対応を行いました。 

○精神障害のある方が地域で生活を送るために、保健所・保健センターは医療機関、訪

問看護ステーション等の関係機関と連携し、精神疾患の早期発見、確実な治療と治療

継続について支援に努めました。また、障害者総合支援法に基づくサ—ビス利用にあ

たっては、当事者の意向を尊重し、保健所・保健センター、民間の相談支援事業所及

び地域活動支援センター等の相談機関において相談支援の充実に努めました。 

○難病患者については、保健所・保健センターが医療機関、訪問看護ステーション、居

宅事業所等と連携しながら、在宅療養支援に努めました。 

○平成 29（2017）年度から、難病対策地域協議会を開催し、難病患者の支援体制の

整備を図っています。 

○精神保健関係者を委員とする地域精神保健福祉連携会議を平成 30（2018）年度に、

精神保健福祉包括ケア推進協議会に名称等を変更し、入院患者の退院支援や精神障

害者にも対応した地域包括ケアシステムの概念を持つものとしました。また、専門部

会を設置し、区における精神保健福祉の課題を共有・検討しました。 

 

【 今後取り組むべき課題 】 

障害者意向等調査では、健康や医療についての不安や課題は、「障害の重度化や病気

の悪化が不安」「救急時の治療（急に具合が悪くなったとき）が心配」が共通して高く、

医療的ニーズをはじめ、さまざまな障害に対応できる専門性の高い支援体制が求めら

れており、関係機関における課題の共有や、状況に応じたきめ細かな支援のための取

組を推進していくことが必要です。 

精神障害のある方については、疾病と障害を併せ持つ困難を抱えているため、疾患の

早期発見、確実な治療と治療継続が重要です。厚生労働省の患者調査によれば、精神疾

患で医療機関にかかっている患者数は年々増加しており、精神科入院については病識

のない方が多く、措置入院と医療保護入院が全体の半数を占めています。精神障害の

ある方が安定した在宅療養生活を送るためには、医療機関等関係機関と連携し、医療

継続及び支援を強化することが必要です。 

難病患者については、難病の患者が地域で安心して療養しながら暮らし続けていく

ことができるよう、医療との連携、福祉サービスの充実などを図ることが必要です。 

人工呼吸器等を使用している医療依存度の高い方が在宅療養するためには、医療機関

や訪問看護ステーション、介護事業所等と連携し、支援体制の充実を図ることが必要

です。 

医療的ケアを必要とする子ども（以下「医療的ケア児」という。）については、適切

な支援を受け在宅療養を行うことができるよう、保健、医療、福祉、保育、教育等の関

係機関が連携し、支援することが必要です。 
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【 今後の方向性 】 

精神障害に対応した地域包括ケアシステムの構築 

・ 精神障害のある方が住み慣れた地域で充実した生活を送ることができるよう、入院

中から医療機関をはじめとする関係機関と連携し、医療継続と在宅療養の支援体制

を強化します。 

医療的ケア児への支援の促進 

・ 医療的ケア児が適切な支援を受けることができるよう、保健、医療、福祉、保育、教

育等の関係機関による協議の場を設け、連携を図ります。 

医療依存度の高い在宅療養者の支援の促進 

・ 人工呼吸器や酸素吸入を利用しながら在宅療養をしている医療依存度の高い在宅療

養者が適切な支援を受けることができるよう、保健、医療、福祉等の関係機関による

協議の場を設け、連携を図ります。 

 

【 施策に関する取組 】 

重点的な取組 

 

取組内容、目標値 担当 

精神障害に対応した地域包括ケアシステムの構築 

保健予防課 

保健センター 

・精神疾患患者・精神障害のある方が退院後に円滑に地域生活に移行できるよう、

医療機関や民間の相談支援事業所等との連携を図ります。 

・在宅での生活が困難な精神障害のある方を支えるため、医療機関、精神訪問看

護ステーション、相談支援事業所、居宅介護事業所等を対象とした連絡会の開

催等により、支援ネットワークの構築を図ります。 

・葛飾区精神保健福祉包括ケア推進協議会や専門部会において、精神保健福祉の

課題を共有し、検討を進めます。 

 【協議事項例】 

 精神障害のある方を支えていくための地域理解の促進 

 精神障害のある方の退院支援について 

障害福祉サービスの充実と利用について 

【専門部会の設置】 

 必要に応じて専門部会を設置します。 

【事業目標】葛飾区精神保健福祉包括ケア推進協議会の開催 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

令和２ 

（2020）年度 

令和３ 

（2021）年度 

令和４ 

（2022）年度 

令和５ 

（2023）年度 

実施 実施 実施 実施 実施 実施 
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その他の取組 

 

取組内容 担当 

自立支援医療（再掲） 

障害福祉課 

保健予防課 

保健センター 

子ども家庭支援課 

障害児・者歯科診療事業（ひまわり歯科診療所） 健康づくり課 

ねたきり高齢者歯科診療事業（たんぽぽ歯科診療所） 健康づくり課 

障害者施設通所者健康診査 健康づくり課 

在宅難病患者医療機器の貸与 
保健予防課 

保健センター 

難病対策地域協議会 保健予防課 

難病リハビリ教室 
保健予防課 

保健センター 

難病患者訪問指導事業 
保健予防課 

保健センター 

葛飾区精神保健福祉包括ケア推進協議会 保健予防課 

休日・土曜応急診療事業 地域保健課 

難病等医療費助成（再掲） 
保健予防課 

保健センター 

健康相談窓口（再掲） 地域保健課 

医療的ケア児の支援体制の整備 

障害福祉課 

障害者施設課 

地域保健課 

保健予防課 

保健センター 

子ども家庭支援課 

 

障害福祉計画・障害児福祉計画に掲載する関連事業 

 

事業名 該当ページ 

計画相談支援 障害福祉計画（25ページ） 

地域移行支援 障害福祉計画（26ページ） 

地域定着支援 障害福祉計画（26ページ） 

相談支援事業（地域生活支援事業） 障害福祉計画（28ページ） 

地域活動支援センター事業 障害福祉計画（32ページ） 
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（6）権利擁護                   

 

【 これまでの主な取組と成果 】 

○ 平成 24（2012）年 10 月の「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等

に関する法律」（以下「障害者虐待防止法」という。）の施行を受け、障害者権利擁護

窓口を設置し、障害のある方の虐待に関する相談支援体制を整備しました。 

○ 平成 26（2014）年度に、葛飾区社会福祉協議会の権利擁護センター事業を拡充し、

成年後見制度の中心的な役割を担う「葛飾区成年後見センター」を開設し、成年後

見制度に関する相談や支援、成年後見制度の普及・啓発、市民後見人の養成、法人

後見の受任などを実施しました。 

○ 令和２（2020）年度は、令和元（2019）年度に策定した成年後見制度利用促進基

本計画に基づき、成年後見センターに中核機関を設置し、成年後見制度の利用に関

わる関係団体の連携を進める協議会を立ち上げるとともに、本人に身近な親族や福

祉、介護、医療、地域の関係者や後見人がチームとなって対応する体制づくりを進

めました。 

 

【 今後取り組むべき課題 】 

成年後見制度利用促進基本計画に基づく取組を推進するとともに、地域連携ネット

ワーク体制を強化していくことが必要です。また、障害者虐待への対応については、夜

間、土日祝日等の相談窓口や緊急に保護を要する場合の一時保護施設の確保などが求

められています。 

 

【 今後の方向性 】 

権利を守るための支援の充実 

・ 判断能力が十分でない方が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、成年後見制

度の積極的な利用の促進を図ります。 

・ 区の機関や福祉施設が連携し、障害者虐待の防止や早期発見、虐待を受けた障害の

ある方の保護に取り組みます。 
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【 施策に関する取組 】 

重点的な取組 

 

取組内容、目標値 担当 

成年後見センター事業の推進 

福祉管理課 

・葛飾区社会福祉協議会内に設置した「葛飾区成年後見センター」で、成年後見

制度に関する相談や支援、普及・啓発、法人後見の受任などを行います。 

・成年後見制度の仕組みなど必要な知識・技能・倫理を修得して後見人等の業務

を適正に行うための講座を開催し、市民後見人を養成します。 

【事業目標】中核機関の相談件数（延べ 2,310 件） 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

令和２ 

（2020）年度 

令和３ 

（2021）年度 

令和４ 

（2022）年度 

令和５ 

（2023）年度 

― ― ― 750 件 770 件 790 件 

成年後見制度の利用支援 

障害福祉課 

保健予防課 

・成年後見制度を利用することが有用であると認められる障害のある方が制度を

利用できるよう、成年後見の申立てをする方がいない場合は、区長が申立てを

行います。 

【事業目標】成年後見制度利用支援事業の実施 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

令和２ 

（2020）年度 

令和３ 

（2021）年度 

令和４ 

（2022）年度 

令和５ 

（2023）年度 

実施 実施 実施 実施 実施 実施 

 

その他の取組 

 

取組内容 担当 

障害者虐待の防止 障害福祉課 

障害者差別解消の推進 障害福祉課 

福祉サービス第三者評価事業推進 
福祉管理課 

障害福祉課 

保健予防課 

福祉サービス苦情調整委員制度 福祉管理課 

 

障害福祉計画・障害児福祉計画に掲載する関連事業 

 

事業名 該当ページ 

成年後見制度利用支援事業 障害福祉計画（29ページ） 
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2 就労支援 

 

（１）一般就労への支援               

 

【 これまでの主な取組と成果 】 

○ 葛飾区障害者就労支援センター（以下「就労支援センター」という。）において、概

ね 18 歳以上の就労意欲のある障害のある方に対して、企業実習や作業訓練等を行

い、一般企業への就労（以下「一般就労」という。）を支援しました。 

○ 自転車リサイクル工房や、障害者施設自主生産品販売所等において実習訓練を行う

など、より一般企業に近い環境で訓練ができるようにしました。 

○ 平成 23（2011）年度から、一般就労に向けての経験を積む場として、区が期限を

設けて障害のある方を雇用する｢葛飾区チャレンジ雇用｣を実施しています。 

○ 障害のある方の雇用拡大、就労促進を図るため、毎年、「かつしか障害者雇用フェア」

を実施しています。  

 

【 今後取り組むべき課題 】 

障害のある方が就労することは、経済的自立や生きがいづくりとなるとともに、社会

の一員としての社会参加にもつながります。 

しかし、障害者意向等調査における就労状況に関する項目では、身体障害者調査、精

神障害者調査ともに「仕事をしたいが、働くことができない」との回答が「仕事をして

いる（通所を含む）」の割合を上回っており、障害のある方の雇用環境は、依然として

厳しい状況にあることがうかがえます。 

また、仕事をする（していく）ために必要なこととして、知的障害者調査における回

答では「障害や病気の特性にあった多様な仕事や就労形態」、「働く上での決まりごと

の習得」、難病患者調査における回答では「体調を考慮した勤務時間、休憩、休暇など

への配慮」の割合が特に高く、就労の場において、障害の特性に合わせた配慮が求めら

れています。 

また、精神障害のある方や難病患者の就労支援においては、就労支援システムの周知

や、関係機関との情報共有を図っていくことが課題です。 

 

【 今後の方向性 】 

一般就労への支援の充実 

・ 就労意欲のある障害のある方に対して、就労支援センターと民間の就労支援施設と

が連携し、一般就労を支援します。 

職場開拓、職域拡大への支援の充実 

・ 多様な就労先や就労形態を確保するため、新たな職場や職域の拡大を図ります。 

就労先への定着支援の充実 

・ 障害のある方が一般就労した後も継続して働き続けることができるよう、就労定着

支援事業所と連携して、さらなる職場定着支援の充実を図ります。 
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【 施策に関する取組 】 

重点的な取組 

 

取組内容、目標値 担当 

障害者就労支援システムの整備 

障害福祉課 

・就労支援施設と連携し、就労に向けてさまざまな準備段階にある方が、その時々

に応じた支援を受けられるような支援システムを整備します。 

・中間的就労（区内施設で就労体験ができる制度）や協力企業内での実習の場を

整備し、一般就労へ向けて、その方に応じた段階的な訓練が受けられるように

支援します。また、離職者が次の進路を検討したり、就労先でうまく適応でき

ない方が課題を解決するための支援を受けたりする場としても活用していきま

す。 

・就労がうまくいかない場合においても、安心して何度でも再挑戦することがで

きる支援システムを構築します。 

【事業目標】年間就労者数（延べ 405 人） 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

令和２ 

（2020）年度 

令和３ 

（2021）年度 

令和４ 

（2022）年度 

令和５ 

（2023）年度 

45 人 45 人 45 人 80 人 90 人 100 人 

職場開拓の推進 

障害福祉課 

・ハローワーク墨田と定期的に連絡会を開催し、企業の障害者雇用の現状につい

て情報を共有します。 

・ハローワーク墨田と連携し、障害者雇用に関心のある企業を把握し、雇用に向

けての情報提供や働きかけを行います。 

・区内就労支援施設が参加している会議において、障害者雇用の現状や職場開拓

について検討します。 

【事業目標】年間で新規に就労支援センター登録者の就労先となった事業所数

（延べ 12社） 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

令和２ 

（2020）年度 

令和３ 

（2021）年度 

令和４ 

（2022）年度 

令和５ 

（2023）年度 

２社 ２社 ２社 ２社 ２社 ２社 
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取組内容、目標値 担当 

葛飾区チャレンジ雇用 

障害福祉課 

・一般就労に向けての経験を積む場として、区が期限を設けて障害のある方を雇

用します。 

・区が率先して知的障害や精神障害のある方の雇用に努めることで、区内企業を

はじめとする一般企業における障害者雇用の促進につなげます。 

【事業目標】チャレンジ雇用人数（延べ 30人） 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

令和２ 

（2020）年度 

令和３ 

（2021）年度 

令和４ 

（2022）年度 

令和５ 

（2023）年度 

５人 ５人 ５人 ５人 ５人 ５人 

定着支援と余暇・生活支援の充実 

障害福祉課 

・障害のある方が一般就労した後も働き続けることができるよう、職場訪問や本

人との面談を通して生活支援や本人と企業との調整を行う職場定着支援を、就

労定着支援事業所と連携して実施します。 

・NPO 法人と区の協働事業である「自主活動支援事業」により、家族会やボラン

ティア団体等の行う余暇活動の情報を提供し、障害のある方の余暇の充実を支

援します。 

・生活支援に関わる施設や支援機関との連携を図ります。 

【事業目標】就労支援センター登録者の就労定着率 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

令和２ 

（2020）年度 

令和３ 

（2021）年度 

令和４ 

（2022）年度 

令和５ 

（2023）年度 

74.00％ 74.40％ 74.80％ 76.00％ 77.00％ 78.00％ 

障害者通所施設の整備支援（取組内容は 63 ページに掲載） 
障害福祉課 

保健予防課 

 

その他の取組 

 

取組内容 担当 

企業内就労訓練事業 障害福祉課 

 

障害福祉計画・障害児福祉計画に掲載する関連事業 

 

事業名 該当ページ 

就労移行支援 障害福祉計画（16ページ） 

就労継続支援 障害福祉計画（17、18 ページ） 

就労定着支援 障害福祉計画（19ページ） 
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（2）福祉的就労への支援              

 

【 これまでの主な取組と成果 】 

○ 障害者就労支援施設の工賃の向上を目指して、平成 25（2013）年度から経営コン

サルタント派遣事業を実施しています。平成 29（2017）年度までに５施設にコン

サルタントを派遣し、工賃向上に結びつく事業の実施・改善の提案を受けました。 

○ 平成 29（2017）年度から、「障害者就労施設等からの物品等調達推進方針」を策

定し、区内障害者施設からの物品調達の推進を図るとともに、障害者施設の物品並

びに労務の提供に関する情報収集と区ホームページ等を活用した情報提供を行って

います。 

 

【 今後取り組むべき課題 】 

一般就労が困難な障害のある方にとって、福祉的就労の場は、生活面などの支援を受

けながら就労スキルを高め、社会の一員として可能性や能力を発揮する場として大き

な役割を担っています。現在、区では、多様な障害者就労支援施設がさまざまな福祉的

就労の場を提供しています。しかし、一方で、福祉的就労の場のさらなる充実や機会の

提供を求める声もあります。今後、利用者の高齢化や障害の多様化が進む中で、個々の

状態にあった作業の提供を含む福祉的就労の場のさらなる充実を図ることが必要です。 

また、障害のある方の就労意欲を向上させるとともに経済的な自立を支援するため、

「障害者就労施設等からの物品等調達推進方針」を踏まえ、区内障害者就労支援施設

の工賃向上に向けた支援内容を充実させることが必要です。 

 

【 今後の方向性 】 

工賃向上に向けた支援 

・ 障害者就労支援施設に対して経営コンサルタントを派遣し、工賃向上に結びつく事

業の実施・改善の提案を受けるなど、工賃向上に結びつく収益性の高い事業を安定

的に確保できるよう支援します。 

・ 「障害者就労施設等からの物品等調達推進方針」に基づき、区の発注により障害者

施設の工賃向上が図れるよう、障害者施設の物品並びに労務の提供に関する情報を

収集し、区の各部署に提供します。 
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【 施策に関する取組 】 

重点的な取組 

 

取組内容、目標値 担当 

障害者就労支援施設の工賃向上に向けた支援 

障害福祉課 

・障害者就労支援施設の工賃向上を目指して、平成 25（2013）年度から実施して

いる経営コンサルタント派遣事業を継続し、工賃向上に結びつく事業の実施・

改善につなげます。 

・障害者就労支援施設とともに、工賃向上に向けた情報共有や具体的な取組につ

いて検討します。 

・自主生産品販売所協議会と協力し、障害のある方の自主生産品の売り上げの増

加を目指します。 

・「障害者就労施設等からの物品等調達推進方針」に基づき、区が率先して区内障

害者施設に物品等を発注し、工賃向上を図ります。 

【事業目標】コンサルタント派遣施設数（延べ６箇所） 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

令和２ 

（2020）年度 

令和３ 

（2021）年度 

令和４ 

（2022）年度 

令和５ 

（2023）年度 

１箇所 １箇所 １箇所 １箇所 １箇所 １箇所 

障害者通所施設の整備支援（取組内容は 63 ページに掲載） 
障害福祉課 

保健予防課 

 

障害福祉計画・障害児福祉計画に掲載する関連事業 

 

事業名 該当ページ 

就労継続支援 障害福祉計画（17、18 ページ） 
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3 育成支援 

 

（１）障害児サービスの充実             

 

【 これまでの主な取組と成果 】 

○ 区の子ども総合センター、子ども発達センター、総合教育センター、障害者手帳の

担当部署、民間の相談支援事業所等の相談機関において、発達に課題のある子ども

や障害のある子どもの相談支援の充実に努めました。 

○ 区が構築した「連携ファイル（Ｐ80 参照）」の仕組みによって、家庭、幼稚園、・保

育所、学校、療育機関及び医療機関等の関係機関が連携して情報共有し、共通理解

を図っています。区の子ども総合センター及び総合教育センターでは、保護者が主

体となって子どもに対する支援内容を乳幼児期から学校卒業後まで、より有効に引

き継げるよう「連携ファイル」の利用を奨励しています。 

○ 児童発達支援事業所連絡会、放課後等デイサービス事業所連絡会、保育所等訪問支

援事業所連絡会を開催し、事業所同士の連携やサービスの質の向上に努めました。 

○ 区が区有地を無償貸与して整備法人を公募、整備支援を行い、平成 28（2016）年

に児童発達支援センター「のぞみ学園かめあり」、令和２（2020）年に児童発達支

援センター「高砂発達支援センター」が開設しました。 

○ 子ども発達センターでは、平成 29（2017）年度から「主として重症心身障害児を

通わせる通園事業」を開始し、医療的ケア児の受入れ体制を整えました。 

 

【 今後取り組むべき課題 】 

障害のある子どもが地域の中で健やかに成長し、それぞれの個性を生かしながら主

体性と自立性を身につけていくためには、保護者が抱える不安や悩みを受け止め適切

な支援を行う相談支援体制を充実させるとともに、社会適応力の向上に向けて必要な

支援を行う療育の場の充実や幼稚園・保育所など日常生活を送る場における支援体制

の充実が必要です。 

本区においては障害のある子どもに対する相談支援体制について、年齢ごとに相談

窓口が分かれている現状があり、ライフステージを通じた包括的な切れ目のない支援

に向けて、部署同士の連携の仕組みを整備していくことが必要です。 

また、児童発達支援や放課後等デイサービスについては、事業所によって支援内容は

さまざまであるため、子どもに適した支援が行われるよう、事業所同士が連携して支

援の質の向上に努めていくことが必要です。 

さらに、幼稚園・保育所等において障害のある子どもの受入れが増えており、こうし

た子どもを集団の中で安全に受け入れるための仕組みづくりを検討していくことが必

要です。 
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【 今後の方向性 】 

相談支援体制の充実 

・ 子どもの育ちに対する課題を保護者が認識し始めた時期から就学期に至るいずれの

時期においても、保護者が抱える不安や悩みを受け止め、子どもと保護者が直面し

ている課題と、将来についての見通しの双方に対応できるような支援体制の構築を

目指して、相談支援体制を充実させます。 

・ 子どもと保護者に対して包括的な切れ目ない支援ができるよう、区の相談機関の連

携の仕組みを整備するとともに、子どもを取り巻く各機関との、より一層の連携を

図ります。 

障害のある子どもの生活を充実させるための支援 

・ 障害のある子どもが、それぞれの希望や嗜好に応じた、多様で充実した生活を可能

な限り送ることができるよう、日常生活を支える支援策を充実させます。 

・ さまざまな課題や障害のある子どもとその家族を適切に支援するため、多様な療育

体制を検討します。 

障害のある子どもが在籍する幼稚園・保育所等への支援 

・ 子どもが多くの時間を過ごす幼稚園・保育所等で安心して過ごすことができるよう、

区の専門機関と民間の保育所等訪問支援事業所とが連携して支援します。 

・ 障害のある子どもが在籍する幼稚園・保育所等に対し運営面への補助を行い、安全

な受入れを支援します。 

 

【 施策に関する取組 】 

重点的な取組 

 

取組内容、目標値 担当 

相談支援体制の充実 

障害福祉課 

障害者施設課 

子ども家庭支援課 

学校教育支援担当課 

・障害のある子どもの保護者が抱える不安や悩みを受け止め適切に対応するた

め、子どもが在籍する幼稚園・保育所、学校、相談支援事業所と連携を図りな

がら、相談支援体制を充実させます。 

【事業目標】相談支援体制の充実 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

令和２ 

（2020）年度 

令和３ 

（2021）年度 

令和４ 

（2022）年度 

令和５ 

（2023）年度 

実施 実施 実施 実施 実施 実施 

療育機関の整備 

障害福祉課 

・増加する療育ニーズに対応するため、民間事業者による児童発達支援センター

の設置を支援します。また、さまざまな課題や障害のある子どもが適切な療育

を受けることができるよう、必要量に応じて療育機関の整備を図ります。 

【事業目標】児童発達支援センターの整備（延べ１箇所） 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

令和２ 

（2020）年度 

令和３ 

（2021）年度 

令和４ 

（2022）年度 

令和５ 

（2023）年度 

  １箇所    
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取組内容、目標値 担当 

障害のある子どもが在籍する幼稚園・保育所等への支援 

子育て支援課 

保育課 

子ども家庭支援課 

学校教育支援担当課 

・子ども総合センターでは、幼稚園・保育所等への巡回訪問を継続的に実施する

ことにより、施設職員に対して発達や障害に対応した療育上必要な助言・指導

を行います。 

・子ども総合センター及び保育課では、施設職員に対する研修を実施します。 

・教育委員会では、就学に向けた支援を行います。 

・障害のある子どもが在籍する幼稚園・保育所等に、運営上の補助を行います。 

【事業目標】障害のある子どもが在籍する幼稚園・保育所等への支援 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

令和２ 

（2020）年度 

令和３ 

（2021）年度 

令和４ 

（2022）年度 

令和５ 

（2023）年度 

実施 実施 実施 実施 実施 実施 

 

＜「連携ファイル」とは＞ 

継続的な支援が必要な子どもに対して、幼稚園・保育所、小学校、中学校、高校と、

子どもに関する必要な情報がスムーズに引き継がれ、家庭、学校、療育、医療、福祉機

関等で子どもに適した支援内容を共有できるようにするためのツールで、「私の紹介」

と「アイリスシート」で構成されています。 

「私の紹介」は子どもの基本的な情報を記載するもので、区内の相談支援機関におけ

る共通の面談用資料となります。 

「アイリスシート」は、子どもの成長や発達に関する情報や配慮事項などの情報を関

係機関で共有するため、幼稚園・保育所等や療育機関、医療機関等が作成するもので、

一貫して継続性のある支援を行うために活用します。乳幼児期の子どもを対象とした

「アイリスシート」と、学齢期の子どもを対象とした「アイリスシート学齢期版支援シ

ート」があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
乳幼児期 学齢期 

小学校入学 学校卒業 幼稚園・保育所入園 

私の紹介 アイリス 

シート 

家庭 

連携ファイル 

学校 

医療 

福祉 

療育 

相談支援 

幼稚園・保育所 

学童保育クラブ 
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その他の取組 

 

取組内容 担当 

医療的ケア児の支援体制の整備（再掲） 

障害福祉課 

障害者施設課 

地域保健課 

保健予防課 

保健センター 

子ども家庭支援課 

児童発達支援事業所連絡会 障害者施設課 

放課後等デイサービス事業所連絡会 障害者施設課 

保育所等訪問支援事業所連絡会 障害者施設課 

保育所・学童保育クラブにおける障害のある子どもの受入れ 

育成課 

子育て支援課 

保育課 

放課後支援課 

子ども動物広場（ポニースクールかつしか） 地域教育課 

中等度難聴児補聴器購入費助成 障害福祉課 

 

障害福祉計画・障害児福祉計画に掲載する関連事業 

 

事業名 該当ページ 

児童発達支援 障害児福祉計画（36ページ） 

放課後等デイサービス 障害児福祉計画（39ページ） 

保育所等訪問支援 障害児福祉計画（40ページ） 

障害児入所支援 障害児福祉計画（40ページ） 

障害児相談支援 障害児福祉計画（41ページ） 
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（2）早期療育の充実                

 

【 これまでの主な取組と成果 】 

○ 子ども総合センターでは、保健センターの健診事業と連携した乳幼児期の発達相談

と、幼稚園・保育所への巡回訪問を相互に実施することにより、発達に課題のある

子どもの早期発見・早期支援につなげてきました。 

○ 平成 27（2015）年度から、心身の発達や集団生活の中でのコミュニケーション等

に課題のある子どもの早期発見・早期支援につなげるため、５歳児健康診査事業を

開始しました。 

○ 保健センターでは、乳幼児健診や経過観察健診を実施することにより、心身の健康

に課題を持つ乳幼児の早期発見と、乳幼児及び保護者の支援を行っています。 

○ 令和元（2019）年度から新生児聴覚検査費用の一部助成を開始し、早期療育の支

援を行っています。 

 

【 今後取り組むべき課題 】 

発達に課題のある乳幼児に対する子育て支援と連動した相談体制や、療育が必要な

乳幼児を適切に専門機関につなげる支援体制が求められており、関係機関と連携した

包括的かつ重層的な支援体制・相談体制の充実と情報共有を推進していくことが必要

です。また、ライフステージに応じた継続的支援のための関係機関の協議の場を設置

できるよう検討することが必要です。 

 

【 今後の方向性 】 

早期の発達支援体制の整備 

・ 療育が必要な乳幼児を早期に発見し、支援につなげていくため、乳幼児健診や医療

機関との緊密な連携を図ります。 

・ 児童発達支援事業所と幼稚園・保育所、就学する学校との情報連携・支援内容の共有

等により、発達に課題のある乳幼児に対し、適切な支援が行われるようにします。 

保護者への支援 

・ 発達の気になる段階から、保護者の戸惑いや不安を受け止め、寄り添いながら支援

を行います。 

  

82



【 施策に関する取組 】 

重点的な取組 

 

取組内容、目標値 担当 

早期の発達支援体制の整備 

障害福祉課 

障害者施設課 

保健センター 

子ども家庭支援課 

・療育が必要な乳幼児が、早期に療育機関を利用することができるように、乳幼

児健診等や医療機関との連携を図ります。 

・保護者に対しては、発達の気になる段階から戸惑いや不安を受け止め、寄り添

いながら支援を行います。 

・幼稚園・保育所を利用していない療育が必要な乳幼児及びその保護者について

は、適切に療育機関に結びつける体制の構築を検討します。 

・発達に課題のある乳幼児が安心して集団生活を送ることができるように、関係

機関が連携して支援します。 

【事業目標】早期の発達支援体制の充実 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

令和２ 

（2020）年度 

令和３ 

（2021）年度 

令和４ 

（2022）年度 

令和５ 

（2023）年度 

実施 実施 実施 実施 実施 実施 

子ども発達センター事業 

障害者施設課 

・児童発達支援として１歳６か月から就学前までの知的障害のある子どもや発達

の遅れが心配される子どもに対して、発達段階に応じた小集団指導や個別指導

を実施します。また、平成 30（2018）年度から新設される居宅訪問型児童発達

支援の実施について、検討します。 

・児童発達支援事業の家庭連携加算や保育所等訪問支援事業を通して、障害のあ

る子どもが在籍する幼稚園・保育所等へ訪問し、施設職員に対して療育上必要

な助言・指導を行います。また、平成 30（2018）年度から国の制度改正に合わ

せて訪問先に児童養護施設を加えます。 

・障害児相談支援として、支給決定プロセスを確実に実施するだけでなく、通所

支援の必要性、頻度、通所支援事業所の選定などへのきめ細かい対応が求めら

れるため、相談支援体制の充実を図ります。 

【事業目標】居宅訪問型児童発達支援の検討・実施 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

令和２ 

（2020）年度 

令和３ 

（2021）年度 

令和４ 

（2022）年度 

令和５ 

（2023）年度 

検討 実施 実施 検討 モデル事業 実施 
【事業目標】保育所等訪問支援の訪問先の拡大 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

令和２ 

（2020）年度 

令和３ 

（2021）年度 

令和４ 

（2022）年度 

令和５ 

（2023）年度 

実施 実施 実施 実施 実施 実施 
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その他の取組 

 

取組内容 担当 

療育施設利用乳幼児の保護者への負担軽減 
障害福祉課 

障害者施設課 

児童発達支援事業所連絡会（再掲） 障害者施設課 

保育所等訪問支援事業所連絡会（再掲） 障害者施設課 

５歳児健康診査事業 子ども家庭支援課 

就学前の子どもの発達相談 子ども家庭支援課 

乳幼児精密健診医療費の助成 子ども家庭支援課 

新生児聴覚検査費用の一部助成 
保健センター 

子ども家庭支援課 

 

障害福祉計画・障害児福祉計画に掲載する関連事業 

 

事業名 該当ページ 

児童発達支援 障害児福祉計画（36ページ） 

保育所等訪問支援 障害児福祉計画（40ページ） 

障害児相談支援 障害児福祉計画（41ページ） 
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（3）特別支援教育の推進              

 

【 これまでの主な取組と成果 】 

○ 小・中学校における特別支援教育を推進するために、通常の学級に在籍する児童・

生徒に対して指導を行う巡回指導員を配置するとともに、公立幼稚園、小・中学校

に助言指導を行う心理専門員、教員経験者等からなる専門家チームを派遣し、必要

に応じて、学識経験者や都立特別支援学校コーディネーターを派遣しました。 

○ 児童・生徒の「個別の教育支援計画」、「個別指導計画」を充実させるとともに、家

庭、学校、療育機関及び医療機関等の関係機関において情報の共有・共通理解を図

るため、「連携ファイル」を活用し、支援内容を乳幼児期から学校卒業後まで引き継

ぎました。 

○ 平成 28（2016）年度から、発達障害のある児童・生徒が必要な指導を受ける特別

支援教室を、区内のすべての区立小学校に設置して、支援の充実を図りました。平

成 29（2017）年度からは中学１年生を対象としたモデル事業を開始し、平成 30

（2018）年度からは、中学校全学年で実施しています。 

○ より円滑な巡回指導を実施するため、特別支援教室の拠点校を小学校では７校から

11 校（令和元（2019）年度）に、中学校では２校から４校（平成 30（2018）

年度）に増やしました。 

 

【 今後取り組むべき課題 】 

教育関係者に対して、障害への理解を深め、子どもの能力や障害の状態にあった指導

を行うことが求められており、一人ひとりの状況に応じたきめ細かな支援がなされる

よう、インクルーシブ教育システムの推進に向けた教職員の資質の向上や、関係部署

との連携などを視野に入れながら、体制の強化を図ることが必要です。 

また、都立特別支援学校に在籍するすべての児童・生徒が地域の小・中学校と交流

し、地域とのつながりを維持・継続するため、副籍制度の推進・充実のための理解啓発

を図っていくことが必要です。 

 

【 今後の方向性 】 

教職員の資質の向上 

・ 特別支援教育コーディネーター研修や小・中学校教職員等の初級研修会等を通じて、

特別支援教育に関する知識の充実を図ります。また、令和２（2020）年３月に発行

した「知的障害特別支援学級～学級経営の手引き～」の活用を図り、教職員の資質を

向上させていきます。 

自閉症・情緒障害学級の運営及び増設 

・ ニーズの把握や実態の効果を検証した上で、増設を行います。 

副籍制度の充実と理解促進 

・ 副籍制度について理解が深まるよう、保護者向け説明リーフレットの内容を充実さ

せ、地域指定校との交流を促進します。 

  

85



【 施策に関する取組 】 

重点的な取組 

 

取組内容、目標値 担当 

特別支援教育の推進 

学校教育支援担当課 

・小・中学校における特別支援教育を推進するために、通常の学級に在籍する発

達障害等を伴う児童・生徒に対して指導を行う巡回指導員を配置するとともに、

公立幼稚園、小・中学校に助言指導を行う特別支援教育心理専門員、教員経験

者等からなる専門家チームを派遣し、必要に応じて、学識経験者や都立特別支

援学校コーディネーターを派遣します。 

・特別支援教育コーディネーター研修を８つの地域ブロックごとに行います。ま

た、小・中学校教職員等向けの初級研修を実施します。 

・副籍ガイドラインの見直しや、地域指定校への理解啓発を進めます。 

・児童・生徒の「個別の教育支援計画」、「個別指導計画」を充実させるとともに、

連携ファイル（アイリスシート学齢期版支援シート）の活用により関係機関と

連携し、支援内容を乳幼児期から学校卒業後まで引き継ぎます。 

【事業目標】 専門家チーム派遣回数（延べ 4,740 回）（心理検査件数含む） 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

令和２ 

（2020）年度 

令和３ 

（2021）年度 

令和４ 

（2022）年度 

令和５ 

（2023）年度 

700 回 710 回 720 回 860 回 870 回 880 回 

【事業目標】 アイリスシート学齢期版支援シートの申請数（延べ 810 件） 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

令和２ 

（2020）年度 

令和３ 

（2021）年度 

令和４ 

（2022）年度 

令和５ 

（2023）年度 

110 件 120 件 130 件 140 件 150 件 160 件 

 

その他の取組 

 

取組内容 担当 

わくわくチャレンジ広場 地域教育課 

 

障害福祉計画・障害児福祉計画に掲載する関連事業 

 

事業名 該当ページ 

児童発達支援 障害児福祉計画（36ページ） 

放課後等デイサービス 障害児福祉計画（39ページ） 

保育所等訪問支援 障害児福祉計画（40ページ） 

障害児相談支援 障害児福祉計画（41ページ） 
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4 地域で支えあうまちづくり 

 

（１）障害への理解と交流              

 

【 これまでの主な取組と成果 】 

○ 障害者差別解消法の施行に伴い、「葛飾区障害者施策推進協議会」を、地域における

障害者差別に関する情報を共有し障害者差別を解消するための取組を効果的かつ円

滑に行うネットワークとなる「障害者差別解消支援地域協議会」に位置付け、差別

解消に取り組む専門部会として「差別解消部会」を設置しました。 

○ 平成 25（2013）年度から配布を開始したヘルプカードについては、普及・啓発を

図るため、平成 27（2015）年度にパンフレットを町会・消防団等に配布し、平成

30（2018）年度から普及・啓発グッズの配布を始めました。 

○ 区民向けに、精神保健では「うつ病」「統合失調症」「発達障害」「依存症」等や、難

病では「パーキンソン病」「潰瘍性大腸炎」等の疾患別の講演会を開催し、疾病や障

害への理解、普及・啓発を図りました。また、難病患者を取り巻く関係機関が、葛飾

区の難病対策の推進に関する研修や情報交換を行い、保健、医療、福祉のネットワ

ークを図るため、地域難病ネットワーク事業を実施しました。 

○ 平成 31（2019）年４月に、「葛飾区手話及び障害の特性に応じた多様なコミュニ

ケーション手段の利用の促進に関する条例」の施行に伴い、リーフレットを作成し

区内各所で配布しました。 

 

【 今後取り組むべき課題 】 

障害のある方が住み慣れた地域で安心して自分らしく生活していくためには、周囲

の方に対し障害への理解を広げ、障害のある方への配慮が広く地域で実践されること

が必要です。 

障害者意向等調査では、地域で安心して暮らしていくために重要なこととして「障害

や病気に対する理解の促進」を挙げた方が最も多く、障害のある方が地域住民などの

周囲の方に対し、障害や病気に対する理解を求めていることがわかります。 

しかし、ヒアリング調査の中で、「近所にちょっとした頼みごとができる人がいない」

「近所づきあいが薄れており、身近な情報が入ってこない」などといった話が出てお

り、障害のある方が地域住民と思うように交流できていない現状がうかがえます。 

障害のある方が地域住民などの周囲の方と交流しながら支えあって生活することが

できるよう、障害者差別解消の取組を進めるとともに、障害のある方を取り巻く周囲

の方の障害への理解を促進させていくことが必要です。 

 

【 今後の方向性 】 

理解の促進と交流の機会の提供 

・ 障害のある方が住み慣れた地域で安心して自分らしく生活していくことができるよ

う、区や民間団体が実施する事業やイベントを通して障害への理解を深めるととも
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に、障害のある方もない方も同じ時間を共有し、相互に交流する機会をつくります。 

・ 障害者施設自主生産品販売所における自主生産品の販売を通して、障害のある方の

活動への理解を深め、また、販売所が障害のある方もない方も相互に理解し合い、交

流を深めることができる場となるよう支援します。 

障害者差別解消の推進 

・ 「障害者差別解消支援地域協議会」及び「差別解消部会」が中心となり、障害者差別

に関する事例や相談事例等を収集し、区の相談窓口に適切につなげます。 

・ 既に実施されている合理的配慮の事例を収集し共有を図ることにより、より多くの

場面において合理的配慮の取組が行われるよう、広く区民・事業者に対する普及啓

発を行います。 

 

【 施策に関する取組 】 

重点的な取組 

 

取組内容、目標値 担当 

障害への理解の促進 

障害福祉課 

障害者施設課 

保健予防課 

保健センター 

・障害のある方が住み慣れた地域で安心して自分らしく生活していくことができ

るよう、個人向け（小学生向け、大人向け）や青少年委員等各種団体、福祉事

業者向けに障害者理解を深めるための講座の実施や自主生産品の販売等を通し

て、広く区民・事業者の方に対して障害への理解を広げ、障害のある方への配

慮が地域で実践されるようにします。 

【事業目標】障害のある方が活躍できる場の提供 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

令和２ 

（2020）年度 

令和３ 

（2021）年度 

令和４ 

（2022）年度 

令和５ 

（2023）年度 

実施 実施 実施 実施 実施 実施 

 

その他の取組 

 

取組内容 担当 

ユニバーサルデザインの普及・啓発 全課 

障害者週間行事（再掲） 障害者施設課 

精神保健講演会 
保健予防課 

保健センター 

難病講演会 
保健予防課 

保健センター 

障害者差別解消の推進（再掲） 障害福祉課 

障害者施設自主生産品販売所への支援 障害福祉課 

ヘルプカードの普及・啓発 障害福祉課 
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（2）地域支援体制の整備              

 

【 これまでの主な取組と成果 】 

○ 障害のある方を取り巻く関係団体と、積極的な交流・働きかけにより、連携・協力

関係を構築してきました。 

○ 平成 24（2012）年度から、一人暮らしの障害のある方の見守りを行う「かつしか

あんしんネットワーク事業」の対象者について、肢体不自由のある方に視覚障害の

ある方と聴覚障害のある方を加え、支援の幅を広げました。 

 

【 今後取り組むべき課題 】 

地域で生活する障害のある方の支援は、区の支援機関と障害のある方を取り巻く民

生委員や地域の障害者関連団体等との連携・協力関係がなくては成り立ちません。そ

のため、互いに情報を発信し、共有していくことが必要です。 

 

【 今後の方向性 】 

地域の支援機関との連携体制の構築 

・ 地域で生活する障害のある方を支援していくため、民生委員や地域の障害者関連団

体等と、障害のある方の支援に関する情報交換の機会を創設するなど、連携・協力体

制の構築について検討します。 

 

【 施策に関する取組 】 

主な取組 

 

取組内容 担当 

障害者団体との協力関係の推進 
障害福祉課 

保健予防課 

葛飾区精神保健福祉包括ケア推進協議会（再掲） 保健予防課 

難病対策地域協議会（再掲） 保健予防課 

社会福祉協議会との連携 福祉管理課 

民生委員との連携 福祉管理課 

かつしかあんしんネットワーク事業 
高齢者支援課 

障害福祉課 
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（3）ユニバーサルデザインのまちづくり       

 

【 これまでの主な取組と成果 】 

○ 区内約 20km の道路に設定された特定経路について、歩道の段差や勾配を改善し、

誰もが安全で快適に通行できる道路環境を整備しました。 

○ あんしん歩行エリア整備事業として、水戸街道や環七通り、平和橋通りを含む区の

中心部で交通事故の発生率の高い地区を指定し、区と警察が連携を図りながら交通

事故防止策を実施しました。 

○ 区内の公園にだれでもトイレの設置を進めることで、障害のある方が外出しやすい

環境を整えました。 

○ 車いすを利用する方や視覚に障害のある方等の通行の妨げとなる放置自転車に対し、

指導や誘導、撤去等の実施や自転車利用者のマナーやモラルの向上を呼び掛けるキ

ャンペーンを実施しました。 

○ 公共施設への案内誘導サイン、住居表示案内板等の公共サインの整備にあたり、従

来の「歩行者を公共施設に案内する」機能だけでなく、防災等へのさらなる対応や

高齢の方や障害のある方に配慮したユニバーサルデザインの推進、ICT 技術の活用

等、新たな視点を付加しながら、適切な盤面情報の管理や効果的な情報発信等、持

続可能な公共サインへ再構築しました。 

○ 新小岩駅でのホームドア設置（ＪＲ総武快速線）や南北自由通路（改札より北側）、

南口・北口駅前広場の整備を実施し、駅周辺での一体的なバリアフリー化を進めま

した。 

○ 区有施設における大規模改修時等に、障害のある方が利用しやすいよう、施設内へ

のスロープや手すりの設置、トイレのバリアフリー化等を進めました。 

○ 令和元（2019）年５月に策定した「葛飾区公共交通網整備方針」に基づき、あらゆ

る人にとってわかりやすく・利用しやすい公共交通網の実現に向けて、交通事業者

と協働しさまざまな取組を進めています。 

 

【 今後取り組むべき課題 】 

誰もが住み慣れた地域の中でいきいきと暮らせるように、ユニバーサルデザインの

まちづくりを推進していくことが求められています。このため、葛飾区バリアフリー

基本構想に基づく駅周辺のバリアフリー化を着実に進めていくことが必要です。 

また、安全で快適に通行できる道路空間を実現するため、無電柱化や自転車利用者の

交通ルールの順守意識の向上に取り組むとともに、障害のある方が外出しやすい環境

を整えるため、公園内にだれでもトイレの設置を進めていくことや、建築物等のバリ

アフリー化を進めていくことなどが必要です。 

 

【 今後の方向性 】 

誰もが安全・快適に通行できる道路空間の実現 

・ 無電柱化推進計画に位置付けたチャレンジ路線や都市計画道路、駅周辺などの街づ

くりに伴う路線について、沿道住民や電線管理者等の理解を得ながら、検討、設計、

90



用地取得、工事を順次推進します。 

・ 自転車通行空間の整備やこれを生かした教育・指導に取り組みます。 

障害のある方が外出しやすい街づくりの推進 

・ 公園内にだれでもトイレの設置を進めていくことや、建築物等のバリアフリー化を

進めていくことなどにより、障害のある方が外出しやすい環境の整備に取り組みま

す。 

 

【 施策に関する取組 】 

重点的な取組 

 

取組内容、目標値 担当 

バリアフリー事業 

調整課 

・高齢の方や、障害のある方等の移動や施設利用の利便性、安全性の向上を促進

するため、バリアフリー基本構想で設定した重点整備地区（金町駅圏、京成立

石駅圏、新小岩駅圏）のより一層のバリアフリー化を進めます。また、その他

鉄道駅周辺も含め、地区を定めて、地域要望を踏まえながら、施設、経路のバ

リアフリー化の方針を示す移動等円滑化促進方針の策定を行い、その後の具体

的な事業を位置付けるバリアフリー基本構想につなげていくことで、面的・一

体的なバリアフリー化を積極的に推進していきます。 

・ホームドア整備については、鉄道各社の整備計画に基づき、東京都と連携しな

がら経費の助成を検討します。 

【事業目標】新小岩駅地区移動等円滑化事業の実施 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

令和２ 

（2020）年度 

令和３ 

（2021）年度 

令和４ 

（2022）年度 

令和５ 

（2023）年度 

新小岩駅総武

快速線ホーム

ドア整備完了 

新小岩駅南北

自由通路、南

口・北口駅前

広場整備完了 

    

歩道勾配改善事業 

道路補修課 

・区内約 20km の道路に設定された特定経路について、歩道の段差や勾配を改善

し、障害のある方、高齢の方及び車いすを利用する方など、誰もが安全で快適

に通行できる道路環境を整備します。 

【事業目標】歩道勾配改善工事延長（延べ 2.4km） 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

令和２ 

（2020）年度 

令和３ 

（2021）年度 

令和４ 

（2022）年度 

令和５ 

（2023）年度 

0.6km 0.6km 0.6km 0.2km 0.2km 0.2km 

公園内だれでもトイレ設置 

公園課 

・公園内にだれでもトイレを設置することで、障害のある方が外出しやすい環境

を整えます。 

【事業目標】公園内だれでもトイレ設置箇所数（延べ 33箇所） 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

令和２ 

（2020）年度 

令和３ 

（2021）年度 

令和４ 

（2022）年度 

令和５ 

（2023）年度 

６箇所 ４箇所 ５箇所 ９箇所 ５箇所 ４箇所 
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取組内容、目標値 担当 

放置自転車の撤去・誘導及び指導 

交通政策課 

・車いすを利用する方や視覚に障害のある方等の通行の妨げとなる放置自転車に

対し、指導や誘導、撤去等の実施や自転車利用者のマナーやモラルの向上を呼

び掛けるキャンペーンを実施します。 

【事業目標】駅周辺放置自転車平均台数（年間） 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

令和２ 

（2020）年度 

令和３ 

（2021）年度 

令和４ 

（2022）年度 

令和５ 

（2023）年度 

800 台 750 台 700 台 650 台 600 台 550 台 

公共サインの再構築 

政策企画課 

・区内に点在する多種多様な公共サインについて、葛飾区公共サインガイドライ

ンにおける統一的なルールやデザインに準拠し、利用者にとって使いやすいも

のへ再構築します。 

【事業目標】公共サインの再構築 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

令和２ 

（2020）年度 

令和３ 

（2021）年度 

令和４ 

（2022）年度 

令和５ 

（2023）年度 

整備 

（３エリア） 

○堀切（堀切

菖蒲園北側） 

○高砂・柴又 

○水元 

 

整備 

（３エリア） 

○立石・青戸

（京成立石駅

起点） 

○金町 

○新小岩 

    

 

その他の取組 

 

取組内容 担当 

ユニバーサルデザインによる建物設計 
施設管理課 

営繕課 

区有建築物のバリアフリー化改修 
施設管理課 

営繕課 

民間建築物バリアフリー化整備費助成 福祉管理課 

自治町会会館のバリアフリー化修繕・助成 地域振興課 

地域コミュニティ施設におけるバリアフリー化 地域振興課 

小菅東スポーツ公園エレベーター設置 公園課 

無電柱化の推進 道路建設課 

※「鉄道駅エレベーター等整備費助成」は、「バリアフリー事業」に包括されました。 
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（4）防災対策の充実                

 

【 これまでの主な取組と成果 】 

○ ウェルピアかつしかでは、平成 24（2012）年度から、地元自治町会の協力を得て、

近隣にお住まいの障害のある方に訓練へ参加していただき、福祉避難所設置・運営

訓練を実施しています。 

○ 平成 25（2013）年度から、区内の障害者通所施設において、区と地元自治町会が

協働して福祉避難所設置・運営訓練を実施しています。 

○ 「災害時における透析を必要とする方の手引」を作成し、患者や家族に配布し普及・

啓発を図りました。 

○ 「災害時における透析患者搬送に関する協定」を２病院と締結し、災害時に緊急透

析が必要な患者を搬送する体制を確立しました。 

○ 保健所・保健センターでは、難病や小児慢性疾患で人工呼吸器を使用して在宅療養

をしている患者・家族には、希望する家族に対して災害時個別支援計画を立て、災

害時の準備を進めてきました。 

○ 難病、小児慢性疾患、重度障害等により、人工呼吸器を使用して在宅療養をしてい

る患者・家族には、希望する家族に対して災害時個別支援計画を作成し、災害時の

支援体制を構築するとともに、停電時の電源対策に関する事業を開始しました。 

○ 視覚や聴覚等の障害により災害情報を把握するのが困難な方に対して、電話やファ

クスで災害情報をお届けする災害情報発信システムの登録を進めてきました。また、

令和２（2020）年度から防災行政無線の放送内容を音声や文字で確認できる葛飾

区防災行政無線確認用スマートフォンアプリの配信を開始しました。 

 

【 今後取り組むべき課題 】 

障害のある方が地域で安心して暮らすためには、地震などの災害発生時における防

災対策を講じ、充実させることが求められます。 

ヒアリング調査では、「災害時に一人では避難できない」「自宅にとどまる場合でも、

支援物資が行き渡るようしてほしい」「災害時の避難所での生活が不安である」など、

災害時における不安の声や要望が挙がっています。 

一方で、障害者意向等調査では、災害に対しての備えについて、「特に対策は取って

いない」が身体障害者調査における回答で４割近く、知的障害者調査で２割半ば、精神

障害者調査で４割半ば、難病患者調査で３割半ばとなっており、日頃からの備えが十

分に整っていない状況がうかがえます。 

震災等の大規模災害が発生した場合、自らが災害に対応する自助や地域で助け合う

共助の果たす役割が大きいといわれています。平常時から災害時を想定し、障害のあ

る方や家族、地域の関係機関が準備していくことの必要性について、一層周知するこ

とが課題です。 

また、福祉避難所の整備や災害発生時の迅速かつ適切な情報提供、避難支援体制の充

実を図るとともに、人工呼吸器使用者など医療依存度の高い在宅療養者の対応につい

て対策を講じていくことが必要です。  
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【 今後の方向性 】 

福祉避難所（障害者施設）の強化 

・ 発災時における福祉避難所の円滑な設置・運営を実現するため、地元自治町会等と

連携し、継続的に設置訓練を実施するとともに、さまざまな障害特性に応じた適切

な対応ができるよう福祉避難所の設備や備蓄品等の充実を図ります。 

避難行動要支援者への対応の充実 

・ 災害時に、一人で避難することが困難な障害のある方の安否確認や避難行動支援等

について、地域住民等との連携を踏まえながら、具体的な対応方法を検討し、関係機

関や地域で支援できる体制を整えます。 

障害種別に応じた災害情報の伝達方法の充実 

・ 発災時に視覚障害のある方や聴覚障害のある方へ災害情報を伝えるシステムのさら

なる周知を図ります。 

医療依存度の高い在宅療養者や医療的ケア児の災害時支援の強化 

・ 医療依存度の高い在宅療養者や医療的ケア児に対しては、災害時の支援体制を構築

することを検討します。 

災害時における医薬品や医療資材等の確保 

・ 障害のある方や家族が、災害時に備えて薬剤や医療資材を準備するよう、啓発を図

ります。また、災害時要配慮者を対象とした避難支援計画を充実させ、関係機関や地

域で支援できる体制を整えます。 

・ 平常時から必要な医薬品・医療資機材等を備蓄するとともに、災害時には区薬剤師

会と連携し、災害薬事センターの開設や運営を行い、医薬品等卸売販売業者からの

医薬品等の供給体制を確保します。 
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【 施策に関する取組 】 

重点的な取組 

 

取組内容、目標値 担当 

障害者施設の防災拠点化 

危機管理課 

地域防災課 

障害福祉課 

障害者施設課 

保健予防課 

・発災時に速やかに避難所を開設できるよう、地元自治町会等と協働して、福祉

避難所の設置・運営訓練を実施します。 

・避難所に避難してきた障害のある方の障害特性（視覚障害、聴覚障害、言語障

害、肢体不自由等）に対応した避難生活ができるよう、福祉避難所の設備や備

蓄品の充実を図ります。 

【事業目標】地元自治町会等と協働して、福祉避難所訓練の実施 

      福祉避難所設備等の充実 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

令和２ 

（2020）年度 

令和３ 

（2021）年度 

令和４ 

（2022）年度 

令和５ 

（2023）年度 

実施 実施 実施 実施 実施 実施 

災害時要配慮者への対応計画の作成 

危機管理課 

障害福祉課 

障害者施設課 

保健予防課 

・避難行動要支援者名簿の活用を踏まえながら、避難支援が必要な障害のある方

の安否確認、避難所となる障害者施設等への避難方法などを検討し、関係機関

や地域で支援できる体制を整えます。 

・水防法の改正に伴い義務化された、要配慮者利用施設における洪水時の避難確

保計画の作成を支援します。 

【事業目標】避難支援計画等の充実 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

令和２ 

（2020）年度 

令和３ 

（2021）年度 

令和４ 

（2022）年度 

令和５ 

（2023）年度 

検討 実施 実施 実施 実施 実施 

 

その他の取組 

 

取組内容 担当 

ヘルプカードの普及・啓発（再掲） 障害福祉課 

防災訓練への参加促進 地域防災課 

メールによる防災情報の提供 危機管理課 

電話・FAX による防災情報の提供 危機管理課 

家具転倒防止器具等設置補助事業 地域防災課 

感震ブレーカー設置補助事業 地域防災課 
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資料編 

資料 1 

葛飾区障害者施策推進協議会委員名簿（令和 2 年度） 
（敬称略） 

  

 氏名 団体名など 

会長 新井 洋之 福祉部長 

副会長 清古 愛弓 健康部長 

障
害
者
関
係
団
体
・
事
業
者
を
代
表
す
る
者 

肢体不自由障害者団体 原 進 高障会 

視覚障害者団体   

聴覚障害者団体 鈴木 多美男  飾区聴力障害者協会 

知的障害者団体 根本 文夫  飾区手をつなぐ親の会 

精神障害者団体   

民生委員児童委員 宇田川 寛恒  飾区民生委員児童委員協議会 

社会福祉協議会 小林 隆猛  飾区社会福祉協議会 

身体障害者施設運営事業者 吉永 洋子 特定非営利活動法人 むう 

知的障害者施設運営事業者 古畑 宏幸 （社福）かがやけ福祉会 

精神障害者施設運営事業者 大矢 由紀子 （社福）アムネかつしか 

障害乳幼児施設運営事業者 津田 望 のぞみ発達クリニック 

特別支援学校 PTA 澤口 香代子 葛飾特別支援学校 PTA 

公共職業安定所 篠田 哲也 墨田公共職業安定所 

居宅介護事業者 吉田 博  飾区介護サービス事業者協議会 

区職員 

（内２人再掲） 

新井 洋之 福祉部長（再掲） 

清古 愛弓 健康部長（再掲） 

青木 克史 施設部営繕課長 

吉田 峰子 福祉部福祉管理課長 

長南 幸紀 子育て支援部育成課長 

川上 義幸 子育て支援部子ども家庭支援課長 

石合 一成 都市整備部調整課長 

加藤 憲司 教育委員会事務局指導室長 

柴田 賢司 教育委員会事務局学校教育支援担当

課長 

南部 剛 教育委員会事務局生涯スポーツ課長 
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資料 2 

計画の策定経過 

（１）葛飾区障害者施策推進協議会議題（主なもの） 

 

 

（２）区民意見提出手続（パブリックコメント） 

 

 

  

 開催年月日 議題 

1 書面開催（当初予定 

令和 2 年 8 月 6 日） 

・障害者施策推進計画における重点的な取組の達成状況及

び令和２年度事業計画について 

・第５期 飾区障害福祉計画及び第１期葛飾区障害児福祉

計画の令和元年度実績について 

・部会の実績報告等について 

・(仮称)地域生活支援部会の立ち上げについて 

・障害福祉計画及び障害児福祉計画の策定等について 

2 10 月 12 日 ・令和２年度第１回葛飾区障害者施策推進協議会でのご意

見等について 

・地域生活支援部会について 

・第６期葛飾区障害福祉計画素案、第２期葛飾区障害児福

祉計画素案及び葛飾区障害者施策推進計画見直し素案

（案）について 

3 書面開催（当初予定 

令和 3 年 2 月 1 日） 

・第６期葛飾区障害福祉計画（素案）、第２期葛飾区障害

児福祉計画（素案）及び葛飾区障害者施策推進計画（見

直し素案）に関するパブリックコメントの実施結果につ

いて 

・第６期葛飾区障害福祉計画（案）、第２期葛飾区障害児

福祉計画（案）及び葛飾区障害者施策推進計画（見直し

案）について 

・部会の実績報告について 

閲覧、意見募集期間 

令和 2（2020）年 12 月７日 

～令和３（2021）年１月５日 

【閲覧場所】 

区政情報コーナー、区民事務所、区民サー

ビスコーナー、図書館、地区図書館、ウェ

ルピアかつしか、健康プラザかつしか、保

健センター、シニア活動支援センター、高

齢者総合相談センター、男女平等推進セン

ター、福祉管理課、福祉総合窓口 
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資料３ 

 飾区障害者施策推進協議会設置要綱 
平成 19 年３月 30 日 

                           18 福障第 931 号 

区  長  決  裁 

（設置） 

第１条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第

123 号。以下「障害者総合支援法」という。）第４条第１項に定める障害者及び児童福祉法

（昭和 22 年法律第 164 号）第４条第２項に定める障害児に対する施策を総合的かつ効率

的に推進するため、 飾区障害者施策推進協議会（以下｢協議会｣という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。 

（1）障害者施策推進計画・障害福祉計画及び障害児福祉計画について、意見を述べる 

こと。 

（2）障害者総合支援法に基づく障害者の支援について、意見を述べること。 

（3）児童福祉法に基づく障害児の支援について、意見を述べること。 

（4）その他障害者等の施策の推進上、必要と認める事項 

２ 協議会が前項各号に掲げる事項を行うため、区は協議会に対し、必要な情報提供を行う。 

（組織） 

第３条 協議会は、別表に掲げる委員をもって組織する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、令和３年３月 31 日までの間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、福祉部長とする。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。 

４ 副会長は、健康部長とする。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を 

代理する。 

（招集） 

第６条 協議会は、会長が招集する。 

（部会） 

第７条 会長は、必要があると認めるときは、部会を設置することができる。 

（庁内検討会） 

第８条 会長は、協議会の効率的な運営を図るため、関係各課による庁内検討会を設置する

ことができる。 

（委員以外の者の出席等） 

第９条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、 

 又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。 

98



（委任） 

第 10 条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

 

   付 則 

 この要綱は、平成 19 年３月 30 日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、平成 20 年７月 16 日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、平成 21 年７月 24 日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、平成 22 年４月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、平成 24 年４月 24 日から施行する。 

   付 則 

この要綱は、平成 25 年４月１日から施行する。 

   付 則 

この要綱は、平成 26 年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成 27 年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成 28 年４月 19 日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成 30 年５月１日から施行する。 

  付 則 

この要綱は、令和２年４月 15 日から施行する。 
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別表（第３条関係） 

 

  

 所属団体名又は職名 

障害者関係団体・事業者を代表する者 

（１４人） 

肢体不自由障害者団体 

視覚障害者団体 

聴覚障害者団体 

知的障害者団体 

精神障害者団体 

 飾区民生委員児童委員協議会 

 飾区社会福祉協議会 

身体障害者施設運営事業者 

知的障害者施設運営事業者 

精神障害者施設運営事業者 

障害乳幼児施設運営事業者 

特別支援学校ＰＴＡ 

公共職業安定所 

居宅介護事業者 

区職員（10 人） 

福祉部長（会長） 

健康部長（副会長） 

施設部営繕課長 

福祉部福祉管理課長 

子育て支援部育成課長 

子育て支援部子ども家庭支援課長 

都市整備部調整課長 

教育委員会事務局指導室長 

教育委員会事務局 

学校教育支援担当課長 

教育委員会事務局生涯スポーツ課長 
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資料４ 

葛飾区障害福祉サービス等事業所一覧（令和３（202１）年１月１日現在） 

 

障害福祉サービス事業所（日中活動系サービス）等 

生活介護 

 

宿泊型自立訓練 

 

 

 

自立訓練(機能訓練) 

 

 

 

自立訓練(生活訓練) 

 

就労移行支援 

名 称 定員 運営法人 名 称 定員 運営法人 

奥戸福祉館 35 (福)原町成年寮 高砂福祉館 25 (福)東京都手をつなぐ育成会 

かがやけ共同作業所 55 (福)かがやけ福祉会 
東京都立東大和療育センタ

ー分園 よつぎ療育園 
20 

東京都((福)全国重症心身障

害児(者)を守る会) 

葛飾区障害者生活介護事業所 60 葛飾区 西水元福祉館 40 (福)東京都手をつなぐ育成会 

鎌倉福祉館 20 
(福)東京都手をつなぐ育

成会 
はつね立石 10 (同)ユーマ・ミューズ 

こすもす 20 (特非)むう パランしょうぶ 60 (福)手をつなぐ福祉会 

シャイン 30 (福)原町成年寮 東堀切くすのき園 50 (福)武蔵野会 

白鳥福祉館 30 (福)武蔵野会 水元そよかぜ園 51 (福)手をつなぐ福祉会 

生活介護事業所 アンジュ 60 (福)原町成年寮 やすらぎリバーシティ 50 (福)章佑会 

生活介護事業所シャングリラ 20 (福)原町成年寮 

名 称 定員 運営法人 

葛飾通勤寮 35 (福)原町成年寮 

名 称 定員 運営法人 

葛飾区自立訓練事業所 11 葛飾区 

名 称 定員 運営法人 名 称 定員 運営法人 

葛飾区自立訓練事業所 6 葛飾区 生活訓練センター そう 20 (特非)SIEN 

シード 15 (福)原町成年寮 パランしょうぶ 6 (福)手をつなぐ福祉会 

名 称 定員 運営法人 名 称 定員 運営法人 

あさひ 6 
(株)ビジネスパートナー

ズ 
テイクハート青戸 20 (一社)テイクハート 

葛飾しょうぶ園 6 (福)手をつなぐ福祉会 テイクハート金町 20 (一社)テイクハート 

Cocorport 新小岩駅前

Office 
20 (株)ココルポート 東京都葛飾福祉工場 6 (福)東京コロニー 

就労支援施設ビオラ 6 (福)アムネかつしか フォレスト 20 (福)原町成年寮 

しょうぶエバンズ 12 (福)手をつなぐ福祉会 
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就労継続支援Ａ型 

 

就労継続支援Ｂ型  

 

短期入所 

 

地域活動支援センター 

 

名 称 定員 運営法人 名 称 定員 運営法人 

アップドラフト 20 UpDraft(同) ファーストプランニング 20 (同)1st-planning 

きせん事業所 10 (特非)嬉泉会 ぽむの樹 10 (特非)未来空間ぽむぽむ 

東京都葛飾福祉工場 40 (福)東京コロニー 

名 称 定員 運営法人 名 称 定員 運営法人 

青戸しょうぶ 40 (福)手をつなぐ福祉会 
就労支援センターファン

タジア 
50 (特非)おおぞら会 

あさひ 20 (株)ビジネスパートナーズ しょうぶエバンズ 46 (福)手をつなぐ福祉会 

あすなろの家 20 (福)アムネかつしか 白鳥福祉館 15 (福)武蔵野会 

奥戸福祉館 25 (福)原町成年寮 第２あすなろの家 20 (福)アムネかつしか 

かがやき夢工場 33 かがやき(株) 高砂福祉館 20 (福)東京都手をつなぐ育成会 

かがやけ第２共同作業所 60 (福)かがやけ福祉会 東京都葛飾福祉工場 28 (福)東京コロニー 

葛飾しょうぶ園 54 (福)手をつなぐ福祉会 ドンと来い 亀有 20 (株)おもつな 

叶夢 20 フューチャーダイアリー(株) 西水元福祉館 20 (福)東京都手をつなぐ育成会 

きね川福祉作業所 46 (福)武蔵野会 花だより リアン 20 (株)静文堂 

Craft 30 (福)原町成年寮 パランしょうぶ 10 (福)手をつなぐ福祉会 

グリーンカフェ 20 (一社)ライフステップ 水元そよかぜ園 20 (福)手をつなぐ福祉会 

さくらハウス 20 (福)アムネかつしか やすらぎリバーシティ 30 (福)章佑会 

シャイン 10 (福)原町成年寮 り mix studio とら 20 (株)む gengo design 

就労支援施設 すずかぜ・

新宿 
20 (特非)めぐみの レッツ・エンジョイ 20 (株)オフィス華 

就労支援施設ビオラ 20 (福)アムネかつしか 

名 称 定員 運営法人 名 称 定員 運営法人 

ショートステイあんず 4 日本マーキュリー(株) パランしょうぶ 6 (福)手をつなぐ福祉会 

西水元福祉館 4 (福)東京都手をつなぐ育成会 夢くらぶ 4 
(株)ファーストシーンエ

デュケーション 

名 称 定員 運営法人 名 称 定員 運営法人 

あすなろの家 登録制 (福)アムネかつしか なぎ 登録制 (特非)SIEN 

葛飾区地域活動支援センター 15 葛飾区 もっく 登録制 (福)アムネかつしか 

コパン 登録制 (福)アムネかつしか 
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地域生活支援型入所施設 

 

 

 

障害児通所支援事業所 

児童発達支援                   ※は、放課後等デイサービスと合わせた定員 

 

放課後等デイサービス                  ※は、児童発達支援と合わせた定員 

名 称 定員 運営法人 

パランしょうぶ 51 (福)手をつなぐ福祉会 

名 称 定員 運営法人 名 称 定員 運営法人 

あしたも笑顔 anela ※5 シンビオシス(株) 重症児デイサービス dash ※7 (特非)ダッシュ 

LD サポート・療育 ソラア

ル SSE 
※10 ソラアル(株) 高砂発達支援センター 40 (福)常盤会 

LD サポート・療育 ソラア

ル PIA 
※10 ソラアル(株) 

東京都立東大和療育セン

ター分園 よつぎ療育園 
25 

東京都((福)全国重症心身

障害児(者)を守る会) 

風の子キッズ 10 (特非)風の子会 のぞみ学園かめあり 32 (福)のゆり会 

葛飾区子ども発達センタ

ー(分室含む) 
112 葛飾区 のぞみ発達支援室たかさご 20 (福)のゆり会 

葛飾幼児グループ 10 (特非)葛飾幼児グループ 
ハッピーテラスキッズ葛

飾金町ルーム 
10 (株)愛和 

児童発達支援・放課後等デイ  

サービス つばさクラブ青砥 
※10 (株)ツバサ はーと DEサンタ ※5 (株)ウッディ 

児童発達支援・放課後等デイ 

サービス つばさクラブ高砂 
※10 (株)ツバサ ぷれゾンクラブ金町 ※10 (一社)フロレゾン 

名 称 定員 運営法人 名 称 定員 運営法人 

あしたも笑顔 anela ※5 シンビオシス(株) 
児童デイサービス にじい

ろ立石 
10 (特非)にじいろ 

あしたも笑顔 金町 10 シンビオシス(株) 児童デイサービス「優」 10 (有)スタンドヒルズ 

アポロキッズクラブ 10 (株)カルナ 
児童発達支援・放課後等デイ 

サービス つばさクラブ青砥 
※10 (株)ツバサ 

アポロキッズクラブお花茶屋 10 (株)カルナ 
児童発達支援・放課後等デイ 

サービス つばさクラブ高砂 
※10 (株)ツバサ 

アポロキッズクラブ東堀切 10 (株)カルナ 重症児デイサービス dash ※7 (特非)ダッシュ 

LD サポート・療育 ソラア

ル SSE 
※10 ソラアル(株) スマートキッズプラス亀有 10 スマートキッズ(株) 

LD サポート・療育 ソラア

ル PIA 
※10 ソラアル(株) のぞみ学園かめあり 8 (福)のゆり会 

かつしか風の子クラブ 10 (特非)風の子会 のぞみ発達支援室たかさご 20 (福)のゆり会 

広伸会 奥戸教室 10 日本福祉研究所(株) ハッピーテラス 葛飾高砂 10 (株)愛和 

広伸会 亀有教室 10 日本福祉研究所(株) はーと DEサンタ ※5 (株)ウッディ 

広伸会 白鳥教室 10 日本福祉研究所(株) ぷれゾンクラブ金町 ※10 (一社)フロレゾン 

広伸会 西新小岩教室 10 日本福祉研究所(株) ぷれゾンクラブ Find 10 (一社)フロレゾン 

広伸会 東新小岩教室 10 日本福祉研究所(株) 
放課後等デイサービス キ

ッズパーク 
10 (株)オン 

このこのリーフ葛飾 10 (一社)ハッピーライフ 
放課後等デイサービス つ

ぼみ 
10 (株)キャン・プランナー 

児童デイ お花ちゃや 10 (同)キャンパワー 放課後等デイサービス ゆめ 10 (株)COCO 

児童デイサービス あい 10 (有)スタンドヒルズ 
ゆりのね こども Day さぽ

ーとⅡ 
10 (有)ライフサイエンス 

児童デイサービス にじい

ろ柴又 
10 (特非)にじいろ 

103



保育所等訪問支援 

 

相談支援事業所 

一般相談支援事業所 

 

特定相談支援事業所  

 

 

 

名 称 運営法人 名 称 運営法人 

葛飾区子ども発達センター 葛飾区 のぞみ学園かめあり (福)のゆり会 

高砂発達支援センター (福)常盤会 のぞみ発達支援室たかさご (福)のゆり会 

名 称 運営法人 名 称 運営法人 

糸でんわ (福)原町成年寮 地域活動支援センターコパン (福)アムネかつしか 

相談支援事業所 さい (特非)SIEN 地域活動支援センターもっく (福)アムネかつしか 

名 称 運営法人 名 称 運営法人 

糸でんわ (福)原町成年寮 相談支援センター あおと (福)手をつなぐ福祉会 

オリーブ相談支援事業所 (有)ケアシス 相談支援センター エバンズ (福)手をつなぐ福祉会 

風の子相談室 (特非)風の子会 相談支援センター おおぞら (特非)おおぞら会 

葛飾区子ども総合センター 葛飾区 相談支援センター かがやけ (福)かがやけ福祉会 

葛飾区子ども発達センター 葛飾区 相談支援センター しょうぶ (福)手をつなぐ福祉会 

葛飾区障害者生活介護事業所 葛飾区 相談支援センター そよかぜ (福)手をつなぐ福祉会 

葛飾区自立訓練事業所 葛飾区 相談支援センター パラン (福)手をつなぐ福祉会 

葛飾区自立生活支援センター 葛飾区 相談支援センター ぽむぽむ (特非)未来空間ぽむぽむ 

鎌倉福祉館相談支援事業 なかま (福)東京都手をつなぐ育成会 高砂発達支援センター (福)常盤会 

きね川相談支援センター (福)武蔵野会 
高砂福祉館相談支援事業 な

ないろ 
(福)東京都手をつなぐ育成会 

きらら介護サービス亀有 (株)グッドスタッフ 地域活動支援センターコパン (福)アムネかつしか 

広伸会相談支援事業所 日本福祉研究所(株) 地域活動支援センターもっく (福)アムネかつしか 

こすもす相談支援事業所 (特非)むう 
東京都葛飾福祉工場 障害者

計画相談支援室 
(福)東京コロニー 

白鳥福祉館相談支援センター (福)武蔵野会 にじいろ相談支援事業所 (特非)にじいろ 

相談支援事業さくら (特非)葛飾幼児グループ 西水元福祉館 相談支援事業所 (福)東京都手をつなぐ育成会 

相談支援事業所あしたも笑顔

anela 
シンビオシス(株) 

花しょうぶ指定特定相談支援

事業所 

(同)みやざきケアプランニン

グ 

相談支援事業所 さい (特非)SIEN 
東堀切くすのき園相談支援セ

ンター 
(福)武蔵野会 

相談支援事業所ひかり (福)のゆり会 フタバ介護サービス (株)フタバ介護サービス 

相談支援事業所チャオ・アミ

ーゴ亀有 
Answer Smile(株) 

やすらぎリバーシティ相談支

援事業所 
(福)章佑会 

相談支援室 ひまわり OTA メディカル(株) 
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障害児相談支援事業所  

  

名 称 運営法人 名 称 運営法人 

オリーブ相談支援事業所 (有)ケアシス 
相談支援事業所チャオ・アミ

ーゴ亀有 
Answer Smile(株) 

風の子相談室 (特非)風の子会 相談支援事業所ひかり (福)のゆり会 

葛飾区子ども総合センター 葛飾区 相談支援室 ひまわり OTA メディカル(株) 

葛飾区子ども発達センター 葛飾区 相談支援センターおおぞら (特非)おおぞら会 

葛飾区自立生活支援センター 葛飾区 高砂発達支援センター (福)常盤会 

きらら介護サービス亀有 (株)グッドスタッフ にじいろ相談支援事業所 (特非)にじいろ 

広伸会相談支援事業所 日本福祉研究所(株) 
花しょうぶ指定特定相談支援

事業所 

(同)みやざきケアプランニン

グ 

相談支援事業さくら (特非)葛飾幼児グループ フタバ介護サービス (株)フタバ介護サービス 

相談支援事業所あしたも笑顔 

anela 
シンビオシス(株) 
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